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第１章 「流山市教育振興基本計画」策定にあたって

第１節 基本計画策定の背景と趣旨

平成１８年、改正教育基本法が施行され、教育基本法第１７条が新設され

ました。そこで、国が教育の振興の施策に関する基本計画を策定する義務を

負うことや地方公共団体が教育振興の施策に関する基本計画を策定する努力

義務を負うことが明確化されました。

国は、平成２０年に第１期、平成２５年に第２期、平成３０年に第３期、

そして、令和５年６月に第４期教育振興基本計画（令和５年度から令和９年

度）を策定し、閣議決定されました。

千葉県においては、平成２２年３月に千葉県教育振興基本計画「みんなで

取り組む『教育立県ちば』プラン」 第１期計画）～「ふれる」・「かかわ

る」・そして「つながる」～が策定され、平成２７年には、第２期計画とし

て、「新みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」が策定されました。

この間、平成２６年には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改

正され、新たな教育委員会制度が平成２７年度からスタートしました。この

改正も含め、流山市教育委員会では、国や千葉県の教育振興基本計画をもと

に、流山市の総合計画に則り、平成２８年度から平成３１年度を第１期とす

る「流山市教育振興基本計画」 以下「基本計画」という。 を策定し、令和

元年度には、令和２年度から令和６年度の第２期基本計画を策定しました。

基本計画は、学校教育、生涯学習の各分野における基本的な理念や現状等

を明らかにして、中期的な視野に立って施策を定め、流山市における教育の

方向性を明確化し、より充実した教育を推進するとともに、併せて、市民が

心身ともに充実した人生を送るために、自らの意思で生涯にわたって学習に

取り組み、自己を高める生涯学習を推進しようとするものです。

また、基本計画は今後の教育の方向性を示す羅針盤となるべきものを目指

すともいわれます。国においても、「持続可能な社会の創り手の育成」及び

「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を大きなコンセプトとして

掲げています。未来を担うこどもたちのため、時代の変化に対応しながら、

社会や地域を創造することができる力を育成し、個人や社会のウェルビーイ

ングの実現に向けた教育の推進に努めていかなければなりません。

本市においても、国の教育振興基本計画の基盤である「教育の不易と流

行」「教育の羅針盤」を踏まえ、教育行政施策の具現化を図ります。

令和７年度以降も引き続き、流山市の教育が推進することを目的として、

令和７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間とする「第３期流山市

教育振興基本計画」を策定するものです。

※ウェルビーイングとは、幸福で充実した人生を送るために必要な、

心理的、認知的、社会的、身体的な働きと潜在能力。

ＯＥＣＤによると、ウェルビーイングとは、教育の目的そのもの。



 

第２節 基本計画の位置づけ
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第３節 基本計画の期間・対象

（１）期間

「基本計画」の期間は、令和７年度から令和１１年度までの５か年計画としま

す。ただし、社会情勢などの変化により、計画を適宜見直すことができるもの

とします。

（２）対象

「基本計画」の対象範囲を教育委員会が実施する教育・育成に関する施策及び

生涯学習全般における学びの推進に関する施策としています。

第４節 策定にあたっての基本的な考え方

「基本計画」は、前年度まで行ってきた事業を基本的に継承していきます。た

だし、それぞれの事業を見直し、より質の高い内容にし、実施していきます。

また、次の点を基本として策定しました。

（１）流山市総合計画との整合性を図り、流山市の現状と課題を踏まえ計画づく

りを進める。

（２）「基本計画」の構成については、基本計画の策定の考え方、基本理念、学

校教育・幼児教育の推進、生涯学習の推進を中心に全４章から構成する。

（３）激しく変化する社会状況の中で、教育における今日的な課題も変化し、多

様化することが予想される。「基本計画」を実施していく期間中において

もＰＤＣＡサイクルを確立し、常に変化に対応できるよう見直しを図る。

また、必要に応じて修正や新たな取り組みができるよう柔軟に対応してい

く。

第５節 流山市の教育をめぐる現状と課題

（１）現状

流山市の学校教育・生涯学習は、流山市総合計画基本構想に示された、基本施

策「こどもをみんなで育むまち」「生きがいを持って健康・長寿に暮らせるま

ち」に基づき進めてきました。

現在においても、全国的にも注目されるほど人口が増加し、特に子育て世代の

流入による児童生徒の増加が顕著です。そして、地域とのつながりの低下や家庭

を取り巻く環境の変化、家庭教育力低下等により、なお一層地域全体で家庭教育

を支えることの重要性が高まっています。また、個々の状況に応じた適切な支援

体制を構築するとともに、不登校、いじめ重大事態等が増加する中、配慮を要す

る子への支援の在り方等、多様な教育ニーズへの対応が求められています。



 

令和３年から令和６年にかけておおぐろの森小学校、おおぐろの森中学校、市

野谷小学校、南流山第二小学校の新設開校及び南流山中学校の移転開校を進めて

きました。そして、市内小中学校体育館へのエアコン設置をいち早く行うととも

に、授業で活用する 環境の整備、知的特別支援学級の全校設置や情緒特別支

援学級・言語通級指導教室の増設など、児童生徒が充実した学校生活が送れるよ

うに学習環境整備を進めてきました。

①学校教育の推進

予測困難な時代に対応できる資質・能力のより一層の育成を目指すために、こ

どもたち自らが学習（主体的・対話的な学び）し、経験・体験をとおして、自治

力（問題解決能力）の育成が図られるよう具体的かつ実践的な教育環境整備を行

っています。また、教育環境全般にわたり、「つながり」「自立」を柱とした条

件整備を行い、｢学びに向かう力と自立するこどもを育む｣ことを目標に、様々な

教育施策に取り組んでいます。一人一人が心の安定を保ち、安心して生活できる

学校体制づくりを目指しています。

②生涯学習の推進

「人生を豊かにできる生涯学習の推進」「青少年を育てる地域環境づくりと健

全育成体制の充実」「文化芸術活動の促進と歴史的文化的遺産の継承」「スポー

ツを通じた市民の健康と体力の維持・増進」の４つの柱を基軸に学習活動を通じ

て個人の人生を豊かにするとともに、その学習成果を生かした「豊かな人生と文

化芸術を創造するまちづくり」に取り組んでいます。

青少年の健全育成では、「流山市青少年相談員連絡協議会」「流山市青少年育

成会議」等の青少年育成団体や、街頭パトロール等を行う「流山市青少年指導セ

ンター補導員連絡協議会」等の活動を支援しています。

文化芸術活動の促進では、文化芸術に関する施策についての基本理念を定めた

「流山市文化芸術基本条例」（平成２９年１０月改正）に基づき、各種事業を展

開しています。

「流山市子どもの読書活動推進計画」については、成果と課題を検証し、令和

４年３月に「第２次流山市子どもの読書活動推進計画」を策定し、こどもの読書

活動を推進しています。

生涯学習施設の整備では、利用者の増加に伴い、南流山センター内の中央図書

館南流山分館に代わって、令和４年１２月、児童センターとの複合施設として、

「南流山地域図書館」を移設整備しました。また、北部公民館、東部公民館にエ

レベーターを新設するなど、施設のバリアフリー化を進めたほか、安心・安全で

快適な施設環境を確保するため、生涯学習センターのエレベーター更新、市民会

館（文化会館ホール）の特定天井改修及び舞台床の張替等を行いました。

東京２０２０オリンピック・パラリンピックでは、オランダ代表チーム（女子

卓球、女子ハンドボール、パラ卓球）の事前キャンプ地を誘致し、市民との交流

を図りました。

スポーツ施設の整備では、老朽化した北部柔道場の建て替え工事を行い、令和

３年４月に新たな柔道場がオープンしました。また、市総合運動公園の野球場観

覧席の改修及び庭球場の拡張整備等を行いました。
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（２）課題

①学校教育

「令和の日本型学校教育」の実現に向け、個別最適な学び・協働的な学びや多

様な教育ニーズへの対応、こどもたちの の効果的な活用、いじめや虐待、不

登校の未然防止や早期発見・早期解決、幼児教育・保育施設と学校間の円滑な接

続など、教育内容の向上及び多様化が幅広く求められています。また、校務ＤＸ

を通じた働き方改革、教員の資質向上や人材確保・育成支援を一体的に進めるこ

とが課題となっています。更には、家庭を取り巻く環境が大きく変化する中、家

庭・地域と学校の連携・協働体制の構築が必要不可欠です。

いじめ等への対応については、法令やガイドラインに則った対応の周知徹底を

はじめ、こども一人一人の最善の利益のために、こどもを取り巻くすべての大人

が同じ方向を向き、専門的な知識及び技術を用いて、丁寧な支援を行っていく必

要があります。そのために、こどもの声を丁寧に聴くことに加えて、いじめ等へ

の対応については学校の教職員と保護者や地域の方々との対話を大切にしていき

ます。また、こどもたちの多様性を尊重し、一人一人に丁寧に寄り添うことで、

すべてのこどもたちが、自分の存在を価値のあるものと感じ、ありのままの自分

を肯定的に捉えられる自己肯定感を育むとともに、お互いの個性を認め合いなが

ら、安心安全で実りある学校生活を送ることができるよう取り組んでいく必要が

あります。

学校施設については、急激な児童生徒数の増加への対応や、計画的な施設管理

を行うとともに老朽化対策をはじめとした安全安心の確保、多様な教育内容・方

策への対応、ＩＣＴ環境の充実など、多種多様な対応が求められており、社会の

経済情勢を踏まえた戦略的かつ計画的な施設整備が必要です。

②生涯学習の推進

様々な世代の方が生涯にわたって自ら学習することでウェルビーイングを実現

し、人生を豊かにできるよう、ライフステージや生活課題等に応じた多様な生涯

学習機会を提供する必要があります。また、障害等の有無にかかわらず、誰もが

安心・安全で快適に生涯学習に取り組むことができるよう、計画的な施設の修繕

及びバリアフリー化を進める必要があります。

市民の自主的な生涯学習活動をサポートするため、市ホームページ等で多様な

学習情報を提供する必要があります。

子育て世代が増加している本市では、引き続き、青少年健全育成団体の活動を

支援する必要があります。

市民の文化芸術活動を促進するため、おおたかの森ホールや文化会館ホール等

を拠点として、質の高い文化芸術を鑑賞できる機会及び活動団体が成果を発表で

きる場を提供する必要があります。また、市内の文化財の指定を進めるとともに、

文化財の保存・活用を図る必要があります。

③関係機関との連携

こどもの健やかな成長には、学校教育だけではなく、保護者や地域、こどもを

取り巻く環境が大きく影響します。子ども家庭部では、「こども基本法」（令和

４年法律第７７号）に基づき、令和７年度からの５年間を１期として「流山市こ



 

ども計画」を策定する予定です。本計画での基本理念は「すべてのこども・若者

の育ちや子育てを地域全体で支え、こどもの権利を保障するための取組を進め、

こどもにやさしいまちづくりの実現」を目指すもので、こどもの心豊かで健やか

な育ちを支援していくとしていくとしています。そのため、流山市教育振興基本

計画の推進にあたっては、子ども家庭部をはじめ関係機関と連携を図りながら推

進していく必要があります。



 

ども計画」を策定する予定です。本計画での基本理念は「すべてのこども・若者

の育ちや子育てを地域全体で支え、こどもの権利を保障するための取組を進め、

こどもにやさしいまちづくりの実現」を目指すもので、こどもの心豊かで健やか

な育ちを支援していくとしていくとしています。そのため、流山市教育振興基本

計画の推進にあたっては、子ども家庭部をはじめ関係機関と連携を図りながら推

進していく必要があります。

 

第２章 基本計画の基本理念

第１節 基本計画の基本理念（流山市教育大綱※）

〈学校教育〉

流山市の学校教育においては、「自立」するこどもの育成を目指し、児童生徒一人一人が主

体的に学び、経験や体験を通して自ら問題を解決できる力を育む教育活動を実践します。ま

た、個人と社会のウェルビーイング、持続可能な社会の創り手の育成、共生社会の実現に向

け、地域や家庭等と連携・協働した教育を推進します。

〈生涯学習〉

生涯学習においては、豊かな人生につながる生涯学習の推進と文化芸術の醸成・歴

史の継承、スポーツの振興を目指して、市民の学習要求に応える機会と場を提供してい

きます。そして、地域の環境づくりとともに、文化芸術・歴史・スポーツに親しむ機会の創

出のために、事業を推進します。

※流山市では、総合教育会議（令和６年６月２７日）において、「流山市教育振興基本計画」の基本理念を「流

山市教育大綱」に代えることが決定されています。

学びに向かう力と自立するこどもを育む

豊かな人生と文化芸術を創造するまちづくり
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第２節 施策の体系

基本計画の基本理念と目標の具現化のために、学校教育の推進においては、以下の

の重点目標と の施策を定め、また、生涯学習の推進においては、以下の４つの重点

目標と４つの施策を定め、取り組みの方向性を示します。

重 点 目 標 施 策

学

校

教

育

・

幼

児

教

育

の

推

進

１ 確かな学力の育成 １ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実

２ 幼児教育の質の向上

３ 学校段階間の接続の推進

４ キャリア教育の推進

２ 豊かな心の育成 ５ 自己肯定感の向上

６ いじめ等への対応、人権教育の推進

７ 読書活動の充実・体験活動の充実

３ 健やかな体の育成 ８ 学校保健、学校給食・食育の充実

９ 学校体育の充実・高度化

４ グローバル社会における人材

育成

１０ 外国語教育の充実

５ 多様な教育ニーズへの対応と

社会的包摂
１１ 特別支援教育の推進

１２ 不登校児童生徒への支援の推進

６ 学校・家庭・地域の連携・協

働の推進による地域の教育力

の向上

１３ コミュニティ・スクールと地域学校協働

活動の一体的推進

１４ 部活動の地域連携や地域クラブ活動への

移行に向けた環境の一体的な整備

７ 教育ＤＸの推進・デジタル人

材の育成

１５ １人１台端末の利活用

１６ 児童生徒の情報活用能力の育成

１７ 教員の指導力向上

８ 指導体制・ＩＣＴ環境の整備 １８ 学校における働き方改革、運営体制の充実

１９ ＩＣＴ環境の充実

９ 学校施設の整備と充実 ２０ 安全・安心な学校施設の整備と充実

生

涯

学

習

の

推

進

１ 生涯学習の推進 １ 人生を豊かにできる生涯学習の推進

２ 青少年の健全育成 ２ 青少年を育てる地域環境づくりと健全育成

体制の充実

３ 文化芸術の醸成と歴史の継承 ３ 文化芸術活動の促進と歴史的文化的遺産の

継承

４ スポーツの振興 ４ スポーツを通じた市民の健康と体力の維持・

増進
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目標と４つの施策を定め、取り組みの方向性を示します。

重 点 目 標 施 策

学

校

教

育

・

幼

児

教

育

の

推

進

１ 確かな学力の育成 １ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実

２ 幼児教育の質の向上

３ 学校段階間の接続の推進

４ キャリア教育の推進

２ 豊かな心の育成 ５ 自己肯定感の向上

６ いじめ等への対応、人権教育の推進

７ 読書活動の充実・体験活動の充実

３ 健やかな体の育成 ８ 学校保健、学校給食・食育の充実

９ 学校体育の充実・高度化

４ グローバル社会における人材

育成

１０ 外国語教育の充実

５ 多様な教育ニーズへの対応と

社会的包摂
１１ 特別支援教育の推進

１２ 不登校児童生徒への支援の推進

６ 学校・家庭・地域の連携・協

働の推進による地域の教育力

の向上

１３ コミュニティ・スクールと地域学校協働

活動の一体的推進

１４ 部活動の地域連携や地域クラブ活動への

移行に向けた環境の一体的な整備

７ 教育ＤＸの推進・デジタル人

材の育成

１５ １人１台端末の利活用

１６ 児童生徒の情報活用能力の育成

１７ 教員の指導力向上

８ 指導体制・ＩＣＴ環境の整備 １８ 学校における働き方改革、運営体制の充実

１９ ＩＣＴ環境の充実

９ 学校施設の整備と充実 ２０ 安全・安心な学校施設の整備と充実

生

涯

学

習

の

推

進

１ 生涯学習の推進 １ 人生を豊かにできる生涯学習の推進

２ 青少年の健全育成 ２ 青少年を育てる地域環境づくりと健全育成

体制の充実

３ 文化芸術の醸成と歴史の継承 ３ 文化芸術活動の促進と歴史的文化的遺産の

継承

４ スポーツの振興 ４ スポーツを通じた市民の健康と体力の維持・

増進
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第３章 学校教育・幼児教育の推進

重点目標１ 確かな学力の育成

施策１ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実

目 標
新しい時代に求められる資質・能力（言語能力、情報活用

能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力

を含む）の育成を図るとともに、こどもたちの多様な個々の

状況に応じた学びの実現を目指します。

現 状

と

課 題

本市では、全国学力・学習状況調査の結果においては、平均正

答率が小学校、中学校ともに全国・県平均を上回っています。一

方、お互いの考えを伝え合い、学んだことを整理して新たな問い

につなげることに課題があります。この課題の改善に向けて、こ

どもたちの多様な状況に応じた学習者主体の学び、多様な他者と

協働した学びを実現していくことで、自分の考えを伝えあい、学

んだことを整理する等の問題解決能力の育成を目指していきま

す。

（１）こどもたちの多様な状況に応じた学びの実現

・こどもたちの多様な状況に応じた学習者主体の学び、多様な他者と協働し

た学びの実現を目指します。

・学校サポート教員等の有効な活用を図り、個に応じたきめ細やかな支援を

行います。

【学校サポート教員配置事業】

（２）主体的・対話的で深い学び、協働的な学びをとおした

確かな学力の育成

・新しい時代に求められる資質・能力の育成に向け、学習指導要領の主旨が

各学校で理解・実施されるよう実践事例の活用、効果等について情報提供

等を行い、個別最適な学び、協働的な学びを推進します。

・全国学力・学習状況調査等の課題の把握、分析、結果の活用を通して教育

活動の改善、充実を図ります。 【教育研修推進事業】

関連するＳＤＧｓ  
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重点目標１ 確かな学力の育成

施策２ 幼児教育の質の向上

目 標
幼児期から架け橋期の教育の質を保障するために必要な研修

や支援体制の充実を図ります。

現 状

と

課 題

幼児期及び架け橋期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎

を培う重要なものであり、幼児期は遊びを通して小学校以降の

学習の基盤となる芽生えを培う時期です。また、小学校におい

ては、その芽生えをさらに伸ばしていくことが必要です。

本市においては、公私の種別や施設類型の違う幼児教育施設

があり、それぞれが魅力ある幼児教育を実践しています。近

年、子育て世代の流入により新たな幼児教育・保育施設が多く

なっていることから、今後はさらに幼児教育支援センターの事

業を核として、市内のこどもに関わる教育施設等に対して、遊

びを通した学びの教育的意義や幼児期から小学校へのつながり

のある教育を展開していく必要があります。また、一人一人に

応じた指導や適切な支援についての認識を深めていく必要があ

ります。

（１）幼保小合同研修の充実

・幼児期及び架け橋期の教育の質の向上に向けた研修の充実を図ります。

【幼児教育支援センター運営事業】

（２）幼児教育施設及び小学校教職員への支援体制づくり

・幼児教育・保育施設や小学校の職員を対象とした、教育内容・方法及び

環境調整等に関する指導助言を行えるよう、幼児教育アドバイザーや指

導主事等による支援体制を構築します。

【幼児教育支援センター運営事業】

幼児と児童の交流会の様子

関連するＳＤＧｓ  
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重点目標１ 確かな学力の育成

施策２ 幼児教育の質の向上

目 標
幼児期から架け橋期の教育の質を保障するために必要な研修

や支援体制の充実を図ります。

現 状

と

課 題

幼児期及び架け橋期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎

を培う重要なものであり、幼児期は遊びを通して小学校以降の

学習の基盤となる芽生えを培う時期です。また、小学校におい

ては、その芽生えをさらに伸ばしていくことが必要です。

本市においては、公私の種別や施設類型の違う幼児教育施設

があり、それぞれが魅力ある幼児教育を実践しています。近

年、子育て世代の流入により新たな幼児教育・保育施設が多く

なっていることから、今後はさらに幼児教育支援センターの事

業を核として、市内のこどもに関わる教育施設等に対して、遊

びを通した学びの教育的意義や幼児期から小学校へのつながり

のある教育を展開していく必要があります。また、一人一人に

応じた指導や適切な支援についての認識を深めていく必要があ

ります。

（１）幼保小合同研修の充実

・幼児期及び架け橋期の教育の質の向上に向けた研修の充実を図ります。

【幼児教育支援センター運営事業】

（２）幼児教育施設及び小学校教職員への支援体制づくり

・幼児教育・保育施設や小学校の職員を対象とした、教育内容・方法及び

環境調整等に関する指導助言を行えるよう、幼児教育アドバイザーや指

導主事等による支援体制を構築します。

【幼児教育支援センター運営事業】

幼児と児童の交流会の様子

関連するＳＤＧｓ  

 

重点目標１ 確かな学力の育成

施策３ 学校段階間の接続の推進

目 標
幼児教育から小学校教育へ円滑な移行ができるようにしま

す。また、小中学校９年間のこどもたちの成長を見通し

た教育環境づくりを目指します。

現 状

と

課 題

幼児教育・保育施設と小学校は、３要領・指針及び小学

校学習指導要領に基づき、幼児教育と小学校教育を円滑に接

続させることが重要です。

また、乳幼児期からのライフステージに応じて、発達の

程度に合わせた遊びや体験活動、学びの連続性の重要性を認

識した上で、地域・学校・園・家庭等が連携・協働していく

ことが重要です。

本市ではこれまで、研究会や見学会等を通して、幼保小

の相互理解を進めてきました。今後は、幼保小が協働して架

け橋期のカリキュラムを作成し、活用・改善を図り、幼児教

育から小学校教育へ円滑に接続できるようにしていきます。

また、小中学校まで続く、学びの継続と発展・高度化を図って

いきます。

（１）架け橋期カリキュラムの作成及び活用・改善

・市独自の架け橋期のカリキュラムを作成・活用することで、幼保小（連

携）つながりのある教育を充実させていきます。

【幼児教育支援センター運営事業】

（２）架け橋期の学びのつながりの推進

・保育所（園）・幼稚園・小学校の交流等を通して相互の教育の理解を深め

ます。また、小学校入学時には、就学先の小学校に適切に引き継ぎを行い

ます。 【幼児教育支援センター運営事業】

（３）児童生徒・教職員の積極的な交流

・各中学校区の特色を活かし、積極的な交流を行っていきます。また、 小中学校の

連携を意識した教育を進めます。

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標１ 確かな学力の育成

施策４ キャリア教育の推進

目 標
これからの国際社会で活躍する人材育成のため、各学校段階を

通じた体系的・系統的なキャリア教育を推進します。

現 状

と

課 題

将来の予測が困難といわれる時代の中で、社会の中で自分の役

割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくためには、変

化を恐れず、変化に対応していく力と態度を育てることが必要不可

欠です。

そのためには、日常の教育活動を通じて、学ぶ面白さや学びへ

の挑戦の意味をこどもたちに体得させることが大切です。また、子ど

も達が未知の知識や体験に関心を持ち、仲間と協力して学ぶこと

を通して、様々な事に挑戦する勇気とその価値を体得することで、

生涯にわたって学び続ける意欲を維持する基盤をつくることがで

きます。

今後は、小学校段階から将来へのビジョンを持ち、国際社会で活

躍できる人材の育成のため、発達段階に合わせたキャリア教育や

現代社会の課題を捉え、問題解決していける能力を育成していき

ます。

（１）発達段階に応じたキャリア教育の充実

・「キャリア・パスポート」等を活用し、こどもたちが、学ぶことと自己の

将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基

盤となる資質・能力を育成する取り組みを通じて、自分らしい生き方を実

現していくための体系的・系統的なキャリア教育を推進します。

・児童生徒が自立した主体、主権者として、よりよい社会の実現を視野に入

れ社会の形成に主体的に参画しようとする力を養うとともに、現代社会の

課題を捉え、問題解決していける能力の育成を図ります。

【教育指導人材充実事業】

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標１ 確かな学力の育成

施策４ キャリア教育の推進

目 標
これからの国際社会で活躍する人材育成のため、各学校段階を

通じた体系的・系統的なキャリア教育を推進します。

現 状

と

課 題

将来の予測が困難といわれる時代の中で、社会の中で自分の役

割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくためには、変

化を恐れず、変化に対応していく力と態度を育てることが必要不可

欠です。

そのためには、日常の教育活動を通じて、学ぶ面白さや学びへ

の挑戦の意味をこどもたちに体得させることが大切です。また、子ど

も達が未知の知識や体験に関心を持ち、仲間と協力して学ぶこと

を通して、様々な事に挑戦する勇気とその価値を体得することで、

生涯にわたって学び続ける意欲を維持する基盤をつくることがで

きます。

今後は、小学校段階から将来へのビジョンを持ち、国際社会で活

躍できる人材の育成のため、発達段階に合わせたキャリア教育や

現代社会の課題を捉え、問題解決していける能力を育成していき

ます。

（１）発達段階に応じたキャリア教育の充実

・「キャリア・パスポート」等を活用し、こどもたちが、学ぶことと自己の

将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基

盤となる資質・能力を育成する取り組みを通じて、自分らしい生き方を実

現していくための体系的・系統的なキャリア教育を推進します。

・児童生徒が自立した主体、主権者として、よりよい社会の実現を視野に入

れ社会の形成に主体的に参画しようとする力を養うとともに、現代社会の

課題を捉え、問題解決していける能力の育成を図ります。

【教育指導人材充実事業】

関連するＳＤＧｓ  

 

重点目標２ 豊かな心の育成

施策５ 自己肯定感の向上

目 標
道徳教育や特別活動、体験活動等学校教育活動全体を通して、

こどもたちの豊かな心を育むと共に、一人一人の自己肯定感の向

上を図ります。

現 状

と

課 題

本市における急激な人口増加に伴う都市化に加え、新型コロナ

ウイルスの感染拡大の影響におけるライフスタイルの変化、加

速する情報社会の中で、こどもたちの人との関わりは、希薄に

なってきています。そのため、他者への思いやりや自尊感情が

乏しく、人間関係を築く力や社会性が不十分である傾向が見ら

れます。

また、社会の多様化が進む中、誰もが生き生きとした人生を

送るために、一人一人が自分の生活に対して満足感や幸福感を

感じられるような自己肯定感の向上が求められています。

自己肯定感を向上させるためには、自他ともに尊重し、命を

大切にする心や相手を思いやる心など、豊かな心を育んでいく

ことが必要です。そのため、個別最適な学びと協働的な学びの

一体的充実、道徳教育の要として「特別の教科 道徳」の時間の

充実を図り、教育活動全体を通して道徳教育の推進を図りま

す。また、指導計画を見直し、多様な体験学習を教育課程に位

置づけ、より多くの体験を通して豊かな心を育んでいく必要が

あります。

（１）自己の生き方を考え、社会性を育む道徳教育の推進

・道徳教育の推進にあたり、機能的な協力体制の整備や指導計画の改善を行

い、学校全体で進める道徳教育の一層の充実を図ります。

・「特別の教科道徳」に係る理解を深め、教科横断的な取組を通し、地域等

との連携を図ります。

・学校の教育活動全体を通じて、こどもたちが自発的・自主的に自らを発達

させていくことができるよう、発達支持的な生徒指導を推進します。

【学校教育内容充実事業】

関連するＳＤＧｓ  



 

（２）自己実現や他者とのつながりをつくる特別活動の充実

・地域や様々な民間団体、企業等との連携により、自然体験を含め様々な体験活

動の充実に取り組みます。自分の良さを見つけたり、多様な他者との関係作りを

進めたりしながら、異なる組織や異年齢集団での交流活動を充実させます。

【学校教育内容充実事業】

（３）個に応じた学び、協働的な学びの充実

・市内全小中学校に配置している学校サポート教員によるサポート体制を充実さ

せ、きめ細やかな指導を充実させます。

・こどもたちの多様な状況に応じた個別最適な学び、多様な他者と協働した学びを

推進します。

【学校サポート教員配置事業】

【総合的な学習の時間推進事業】

学校サポート教員によるサポート体制の充実

小学校での自然体験の様子



 

（２）自己実現や他者とのつながりをつくる特別活動の充実

・地域や様々な民間団体、企業等との連携により、自然体験を含め様々な体験活

動の充実に取り組みます。自分の良さを見つけたり、多様な他者との関係作りを

進めたりしながら、異なる組織や異年齢集団での交流活動を充実させます。

【学校教育内容充実事業】

（３）個に応じた学び、協働的な学びの充実

・市内全小中学校に配置している学校サポート教員によるサポート体制を充実さ

せ、きめ細やかな指導を充実させます。

・こどもたちの多様な状況に応じた個別最適な学び、多様な他者と協働した学びを

推進します。

【学校サポート教員配置事業】

【総合的な学習の時間推進事業】

学校サポート教員によるサポート体制の充実

小学校での自然体験の様子

 

重点目標２ 豊かな心の育成

施策６ いじめ等への対応、人権教育の推進

目 標
学校教育活動全体を通じ、自己理解、他者理解を深め、互いを

思いやる心を育みます。また、児童生徒が置かれた様々な環境へ

の支援体制や相談体制の構築を図ります。

現 状

と

課 題

いじめへの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が本市に

おいても増加傾向にあります。いじめは児童生徒の心身に深刻

な影響を及ぼす許されない行為であり、児童生徒はもとより、

保護者の声に真摯に耳を傾け、学校のみならず関係機関等も含

め、全力でいじめの問題に取り組まなければなりません。

いじめは「絶対に許されない」という強い思いを持ち、いじ

めの未然防止、早期の組織的対応、関係機関等との連携の推進

など、いじめ防止対策の強化に向けて必要な施策を講じていき

ます。また、児童生徒が起こす問題行動等への対応について

は、健全な人格の発達に配慮しつつ、個々に寄り添い、必要な

指導・支援を行う必要があります。

（１）多様な機関と連携したいじめ等への対応

・平成２７年度に制定した流山市いじめ防止対策推進条例及び令和４年度に

改訂した流山市いじめ防止基本方針に基づいて、いじめ防止に向けた取り

組みを推進します。

・各学校においては、児童生徒一人一人に目を向け、小さな変化も見逃すこ

となくきめ細かな対応を行います。いじめ問題には、迅速且つ組織的な対

応を行います。

・スクールロイヤーによる児童・生徒へのいじめ防止教室を実施するととも

に、教職員向けにいじめ防止研修を継続していきます。

・いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するた

め、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、生徒指導アド

バイザーなどを配置し、専門的な知識及び技術を用いて、児童生徒が置か

れた様々な環境に働きかけて支援します。

・いじめ問題に関し、各関係機関の連携の促進と情報の共有を図るため、い

じめ問題対策連絡協議会等を開催し連携・協力体制づくりを推進します。

関連するＳＤＧｓ  



 

・令和５年２月７日付けで文部科学省から発出された「いじめ問題への的確

な対応に向けた警察との連携等の徹底について（通知）」に則り、いじめ

が犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても警察への相

談・通報を行い適切な援助を求めていきます。

・「流山市小中学生専用なやみホットライン」による電話相談、「 」

によるアプリ相談など、市の相談体制を整備するとともに、様々な機会を

とらえて、国や県などの関係機関が設置しているものも含めた相談窓口の

周知を行い、こどもたちの心のケアやいじめの早期解決を図ります。

【いじめ等防止対策推進事業】

【小中学生専用なやみホットライン相談事業】

（２）生命（いのち）を大切にする教育の推進

・こどもたちの豊かな情操や道徳心を培い、正義感、責任感、自他の生命を大

切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度を育てていきます。

【教育内容充実事業】

（３）発達支持的生徒指導の推進
・心理テスト「ＷＥＢＱＵ」やこどもが登下校時に自分の気持ちを示すことが

できるアプリ「心の天気」等を活用し、こどもたちの内なる心の思いを捉え、

教職員による声かけや励まし、賞賛や対話を行い、こどもたちの成長・発達を

支える生徒指導を進めていきます。

【いじめ等防止対策推進事業】

スクールロイヤーによるいじめ防止教室の様子

いのちの授業の様子



 

・令和５年２月７日付けで文部科学省から発出された「いじめ問題への的確

な対応に向けた警察との連携等の徹底について（通知）」に則り、いじめ

が犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても警察への相

談・通報を行い適切な援助を求めていきます。

・「流山市小中学生専用なやみホットライン」による電話相談、「 」

によるアプリ相談など、市の相談体制を整備するとともに、様々な機会を

とらえて、国や県などの関係機関が設置しているものも含めた相談窓口の

周知を行い、こどもたちの心のケアやいじめの早期解決を図ります。

【いじめ等防止対策推進事業】

【小中学生専用なやみホットライン相談事業】

（２）生命（いのち）を大切にする教育の推進

・こどもたちの豊かな情操や道徳心を培い、正義感、責任感、自他の生命を大

切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度を育てていきます。

【教育内容充実事業】

（３）発達支持的生徒指導の推進
・心理テスト「ＷＥＢＱＵ」やこどもが登下校時に自分の気持ちを示すことが

できるアプリ「心の天気」等を活用し、こどもたちの内なる心の思いを捉え、

教職員による声かけや励まし、賞賛や対話を行い、こどもたちの成長・発達を

支える生徒指導を進めていきます。

【いじめ等防止対策推進事業】

スクールロイヤーによるいじめ防止教室の様子

いのちの授業の様子  

重点目標２ 豊かな心の育成

施策７ 読書活動の充実・体験活動の充実

目 標
こどもの読書機会の確保、読書の普及啓発等を通じ、こども

の読書活動を推進します。また、郷土の伝統、文化芸術に触

れる機会や多様な体験活動を通して豊かな心を育成します。

現 状

と

課 題

現在、汎用的読解力の育成を目指し、学校図書館の充実に

努めています。公立図書館等の各機関と学校との連携を図る

とともに、多様なこどもの読書機会の確保、こどもの読書活

動の重要性などに関する普及啓発活動等を通じ、読書活動を

推進していきます。ネット社会※１の進展や新型コロナウイル

ス感染拡大の影響など、こどもたちを取り巻く環境が変化す

る中で、こどもたちの成長過程において、ものごとを実際に

体験するという経験が少なくなってきています。また、地域

とのつながりの希薄化、古くからある日本の伝統文化に触れ

る機会も減少しています。伝統・文化を知り、文化芸術に触

れることを通して、豊かな人間性を涵養し、創造力と感性を

育むことはこどもたちの教育においても重要です。そのた

め、教育活動の様々な場面で文化や芸術に触れる取り組みを

推進していく必要があります。

※１ インターネットを通じて、情報提供や情報共有ができる社会

（１）読書活動の充実

・学校図書館の積極的な活用を推進し、児童生徒の読書習慣の育成を図りま

す。

・児童生徒の豊かな読書経験の機会を充実させるため、蔵書の刷新を図ると

ともに蔵書内容を充実させます。

・司書教諭と学校図書館司書が連携し、図書館利用のオリエンテーションや

授業支援等を行い、児童生徒の読書意欲を喚起していきます。

・インターネット百科事典等を用いた探究的な学習を通して、情報活用能力

の育成を目指します。学校図書館の情報化を推進していきます。

【学校図書館教育推進事業】

【小学校教育指導運営事業】

【中学校教育指導運営事業】

関連するＳＤＧｓ  



 

（２）伝統や文化芸術等体験活動の充実

・市内小中学校において、郷土の文化を知る・触れる活動や芸術鑑賞等、

様々な体験活動を実施します。

・教育課程の中に多様な体験活動を取り入れ、多くの体験を通して、豊かな

心を育む活動を推進します。

【情操教育推進事業】

【学校教育内容充実事業】

 

学校図書館司書の授業支援の様子

学校図書館の活用推進を図るための工夫



 

（２）伝統や文化芸術等体験活動の充実

・市内小中学校において、郷土の文化を知る・触れる活動や芸術鑑賞等、

様々な体験活動を実施します。

・教育課程の中に多様な体験活動を取り入れ、多くの体験を通して、豊かな

心を育む活動を推進します。

【情操教育推進事業】

【学校教育内容充実事業】

 

学校図書館司書の授業支援の様子

学校図書館の活用推進を図るための工夫

 

重点目標３ 健やかな体の育成

施策８ 学校保健、学校給食・食育の充実

目 標
心身の健やかな育成を目指し、児童生徒が安心して生活

し、自身を大切にできるように努めていきます。

現 状

と

課 題

すべての児童生徒が安心して生活し、心身共に健やかに

成長できるよう取り組む必要があります。

食育では、食生活の大切さを考える授業により、児童生徒

がよりよい食生活を心がけるきっかけとなっています。栄

養教諭等による授業も積極的に行われています。また、肥

満・痩身、アレルギー疾患、感染症、メンタルヘルスの問

題など、複雑化・多様化する現代的な健康課題に対応する

ため、がんや薬物乱用防止、心の健康などの健康増進に関

わる保健教育の充実を図る必要があります。

（１）食育の推進

・児童生徒が、食に関する正しい知識と望ましい生活習慣を築けるよう、食

育の授業の充実を図ります。また、「生きた教材」である 学校給食を活用

し、実践的な指導を行います。  

（２）保健教育の推進

・健全な生活習慣を身につけるために、検診や調査に基づき、一人ひとりの

実態に応じた指導・支援を行っていきます。

・児童生徒の発達段階等に応じて、心の健康、性に関する教育、薬物乱用防

止、生活習慣病、生活安全などについて、知識と実践を身に付ける学校健

康教育の充実に努めてまいります。 【保健体育事務管理事業】

食育授業の様子

関連するＳＤＧｓ  



 

（１）発達段階に応じた遊びや運動の充実

・体育の授業の充実・高度化を図り、発達段階に応じた指導内容や指導方法を工夫

し、体力向上を目指した授業を展開します。 【体力向上推進事業】 

（２）体力向上に向けた組織的な取り組み

・体力向上推進委員会等の組織を活かし、体力について成果と課題を明確にし、

体育の授業や発達段階に応じた筋力や投力の向上を目指した運動遊びを通じて

日常の体力向上に向けた組織的な取り組みを行います。 【体力向上推進事業】

（３）地域におけるスポーツ環境の整備

・プールの老朽化（塗装の剥がれ、ろ過機の不具合）により、小学校での水

泳指導を行うことができない場合、プールを有する民間施設へ委託し、水

泳の授業を行っていきます。

・天候に左右されず、計画的に授業を実施できたり、インストラクターによ

る専門的な指導により、短期間でも児童の泳力が伸びたりするなど、多く

重点目標３ 健やかな体の育成

施策９ 学校体育の充実・高度化

目 標
生涯にわたって運動やスポーツに親しむ資質・能力を育成すると

ともに、基礎体力の向上を目指し、体育の授業の工夫改善や校内

の組織的な取り組みを推進します。

現 状

と

課 題

本市の小中学生の全国体力・運動能力調査の結果（令和５年度）

によると、小中学生ともに５０ｍ走で全国平均を上回っています。しか

し、握力やボール投げでは小中学生ともに全国平均を下回っており、

改善に向けた取り組みが課題となっています。また、全国的な傾向とし

て、日常の生活の中で運動に取り組む時間が少ない児童生徒が多い

傾向にあります。このことから、体育の授業の工夫や校内組織を活か

した日常的な体力向上に取り組む必要があります。

関連するＳＤＧｓ  



 

（１）発達段階に応じた遊びや運動の充実

・体育の授業の充実・高度化を図り、発達段階に応じた指導内容や指導方法を工夫

し、体力向上を目指した授業を展開します。 【体力向上推進事業】 

（２）体力向上に向けた組織的な取り組み

・体力向上推進委員会等の組織を活かし、体力について成果と課題を明確にし、

体育の授業や発達段階に応じた筋力や投力の向上を目指した運動遊びを通じて

日常の体力向上に向けた組織的な取り組みを行います。 【体力向上推進事業】

（３）地域におけるスポーツ環境の整備

・プールの老朽化（塗装の剥がれ、ろ過機の不具合）により、小学校での水

泳指導を行うことができない場合、プールを有する民間施設へ委託し、水

泳の授業を行っていきます。

・天候に左右されず、計画的に授業を実施できたり、インストラクターによ

る専門的な指導により、短期間でも児童の泳力が伸びたりするなど、多く

重点目標３ 健やかな体の育成

施策９ 学校体育の充実・高度化

目 標
生涯にわたって運動やスポーツに親しむ資質・能力を育成すると

ともに、基礎体力の向上を目指し、体育の授業の工夫改善や校内

の組織的な取り組みを推進します。

現 状

と

課 題

本市の小中学生の全国体力・運動能力調査の結果（令和５年度）

によると、小中学生ともに５０ｍ走で全国平均を上回っています。しか

し、握力やボール投げでは小中学生ともに全国平均を下回っており、

改善に向けた取り組みが課題となっています。また、全国的な傾向とし

て、日常の生活の中で運動に取り組む時間が少ない児童生徒が多い

傾向にあります。このことから、体育の授業の工夫や校内組織を活か

した日常的な体力向上に取り組む必要があります。

関連するＳＤＧｓ  

 

の効果が期待できることから、民間施設を活用します。

・水泳授業の充実を図るとともに、プールの水質検査や維持管理等に係る教

員の負担軽減を図っていきます。

【学校水泳指導等支援事業】

（４）生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成

・体育の授業の充実を図るとともに、県が進めている児童生徒の体力向上と社会

性の育成を目的とした「遊・友スポーツランキングちば」などを積極的に活用し、児

童生徒の体力向上を図るとともに、仲間と楽しく集団で協力し合いながら運動に

取り組むことにより、好ましい人間関係や社会性を育成します。

【体力向上推進事業】

水泳学習の様子



 

重点目標４ グローバル社会における人材育成

施策１０ 外国語教育の充実

目 標
外国語でコミュニケーションを図る資質・能力を育成するとともに、

伝統と文化を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度の育成

を図ります。

現 状

と

課 題

将来の予測が困難といわれる時代の中で、個人と社会のウェル

ビーイングを実現していくためには、社会の持続的な発展に向けて

学び続ける人材を育成することやグローバル化に対応した外国語

によるコミュニケーション能力のさらなる向上が課題となっています。

本市においては、外国語教育の早期化・高度化に早くから取り

組み、国の目指す中学校卒業段階の英語力の目標をすでに達成し

ています。

今後は、小学校教員の外国語の指導力のさらなる向上を図ると

ともに、小学校段階で身につけた外国語によるコミュニケーション

能力の素地を生かすべく、その成果を中学校・高等学校へ円滑に

接続し、各学校段階に応じたコミュニケーション能力を育成してい

く必要があります。

（１）小中連携を活かした外国語教育の充実

・小学校において外国語を担当する職員、中学校の英語教員による合同研修会を

実施し、小中のつながりを意識した外国語教育の充実を図ります。

・英語に堪能で、外国の文化に精通した英語活動指導員を市内全小学校に配置し、

外国語指導助手（ＡＬＴ）とともに、ティームティーチングを実施します。

【小中学校外国語教育推進事業】

（２）国際理解教育の推進

・市内全小中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、日常的に英語に触れる環

境を整えています。

・小学校においては、外国語指導助手（ＡＬＴ）に加え、英語活動指導員を配置し、

英語や外国の文化に慣れ親しむ取り組みを充実させます。

・日本の伝統と文化及び他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を

育成します。

【小中学校外国語教育推進事業】【教育内容充実事業】

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標４ グローバル社会における人材育成

施策１０ 外国語教育の充実

目 標
外国語でコミュニケーションを図る資質・能力を育成するとともに、

伝統と文化を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度の育成

を図ります。

現 状

と

課 題

将来の予測が困難といわれる時代の中で、個人と社会のウェル

ビーイングを実現していくためには、社会の持続的な発展に向けて

学び続ける人材を育成することやグローバル化に対応した外国語

によるコミュニケーション能力のさらなる向上が課題となっています。

本市においては、外国語教育の早期化・高度化に早くから取り

組み、国の目指す中学校卒業段階の英語力の目標をすでに達成し

ています。

今後は、小学校教員の外国語の指導力のさらなる向上を図ると

ともに、小学校段階で身につけた外国語によるコミュニケーション

能力の素地を生かすべく、その成果を中学校・高等学校へ円滑に

接続し、各学校段階に応じたコミュニケーション能力を育成してい

く必要があります。

（１）小中連携を活かした外国語教育の充実

・小学校において外国語を担当する職員、中学校の英語教員による合同研修会を

実施し、小中のつながりを意識した外国語教育の充実を図ります。

・英語に堪能で、外国の文化に精通した英語活動指導員を市内全小学校に配置し、

外国語指導助手（ＡＬＴ）とともに、ティームティーチングを実施します。

【小中学校外国語教育推進事業】

（２）国際理解教育の推進

・市内全小中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、日常的に英語に触れる環

境を整えています。

・小学校においては、外国語指導助手（ＡＬＴ）に加え、英語活動指導員を配置し、

英語や外国の文化に慣れ親しむ取り組みを充実させます。

・日本の伝統と文化及び他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を

育成します。

【小中学校外国語教育推進事業】【教育内容充実事業】

関連するＳＤＧｓ  

重点目標５ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂

施策１１ 特別支援教育の推進

目 標
教育相談や就学相談を通して、一人一人の児童生徒の個に応

じた支援・指導の充実に努めるとともに、特別支援教育体制の

整備や教職員の研修推進に取り組みます。インクルーシブ教育

システムの実現に向けた取組や教職員の研修を一層進めます。

多様なこどもの状況に応じた学びを進めるとともに、多様な

他者と学びあう機会を確保していきます。

現 状

と

課 題

本市において、特別支援学級に在籍している児童生徒は年々

増加しています。市内小中学校には、特別支援学級（知的・情

緒・難聴）、通級指導教室（言語・難聴）を設置しています。

また、流山市学習サポート教員・指導員、介添員を各学校の状

況に応じて配置しています。

すべての児童生徒が「多様で柔軟な仕組み」のもとでの就学

先の決定や、「連続性のある多様な学びの場」で学習できるよ

うにインクルーシブ教育システムを推進します。また、特別な

支援を必要とする児童生徒一人一人に必要な「合理的配慮」の

提供や「基礎的環境整備」について等、具体的な内容を明記し

た個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用を推進し

ていきます。更に、個に応じた支援・指導が行えるよう、今後

も特別支援教育体制の整備や教職員の資質向上を図る研修を充

実させていく必要があります。

（１）相談体制の充実

・児童発達支援センター、幼児教育支援センター、幼稚園や保育所 園）、こども園、

小中学校、特別支援学校、福祉施設、保健センター、療育施設等の関係機関と連

携した相談・支援を推進していきます。

・様々な相談に対応するためスクールカウンセラーの配置充実を図り、専門的な立

場から相談に応じられるようにしていきます。

・「多様で柔軟な就学の仕組み」に対応して、児童生徒個々の能力を見取り、よりよ

い環境調整が図られるよう就学相談や教育相談を行い、関係機関との連携を図

関連するＳＤＧｓ



 

っていきます。

【特別支援教育推進事業】

（２）支援体制の充実

・個別の教育支援計画・個別の指導計画がより活かされるよう研修を充実させてい

きます。

・早期から一貫した支援が受けられるよう、関係機関と連携して流山市個別サポー

トファイルの活用を一層推進していきます。

・流山市個別サポートファイルの作成、活用の充実や通常学級における個別の支援

方法等についての研修に努めていきます。

・保護者同士が交流したり福祉の専門家から助言を受けたりできる 「親の会」を実

施し、保護者支援の充実を図ります。 【特別支援教育推進事業】

・ＩＣＴ等を活用し、個々の状況やニーズに応じた取り組みの実践を進めます。

【ＩＣＴ学習空間整備事業】

（３）特別支援教育に関する教職員等の専門性の向上と充実

・特別支援スーパーバイザーを各学校の要請に応じて派遣することで、特別支援

学級担任の育成と専門性の向上を目指します。

・特別支援コーディネーターが中心となって保護者等の相談窓口となり、校内体制

の調整や関係機関との連携を図ることができるよう、特別支援推進研修会を開

催し、各学校の特別支援教育の推進力を高めていきます。また、全教職員が特別

支援教育への理解を深められるよう、研修を実施していきます。

・特別支援学級介添員や学習サポート教員・指導員対象の研修会を開催し、専門

性の向上を図り、教育支援体制の充実を図ります。 【特別支援教育推進事業】

（４）交流及び共同学習や多様性を理解する教育の推進

・こどもたちの自立と社会参加を促進するため、校内における特別支援学級と通常

学級での交流や共同学習を積極的に行えるようにします。また、他校の特別支援

学級との交流活動や、地域の県立特別支援学校との居住地校交流の推進を図っ

ていきます。

【特別支援教育推進事業】

・共生社会の実現に向け、多様な他者の理解を深める教育を推進していきます。

【教育研修推進事業】

特別支援学級の授業の様子



 

っていきます。

【特別支援教育推進事業】

（２）支援体制の充実

・個別の教育支援計画・個別の指導計画がより活かされるよう研修を充実させてい

きます。

・早期から一貫した支援が受けられるよう、関係機関と連携して流山市個別サポー

トファイルの活用を一層推進していきます。

・流山市個別サポートファイルの作成、活用の充実や通常学級における個別の支援

方法等についての研修に努めていきます。

・保護者同士が交流したり福祉の専門家から助言を受けたりできる 「親の会」を実

施し、保護者支援の充実を図ります。 【特別支援教育推進事業】

・ＩＣＴ等を活用し、個々の状況やニーズに応じた取り組みの実践を進めます。

【ＩＣＴ学習空間整備事業】

（３）特別支援教育に関する教職員等の専門性の向上と充実

・特別支援スーパーバイザーを各学校の要請に応じて派遣することで、特別支援

学級担任の育成と専門性の向上を目指します。

・特別支援コーディネーターが中心となって保護者等の相談窓口となり、校内体制

の調整や関係機関との連携を図ることができるよう、特別支援推進研修会を開

催し、各学校の特別支援教育の推進力を高めていきます。また、全教職員が特別

支援教育への理解を深められるよう、研修を実施していきます。

・特別支援学級介添員や学習サポート教員・指導員対象の研修会を開催し、専門

性の向上を図り、教育支援体制の充実を図ります。 【特別支援教育推進事業】

（４）交流及び共同学習や多様性を理解する教育の推進

・こどもたちの自立と社会参加を促進するため、校内における特別支援学級と通常

学級での交流や共同学習を積極的に行えるようにします。また、他校の特別支援

学級との交流活動や、地域の県立特別支援学校との居住地校交流の推進を図っ

ていきます。

【特別支援教育推進事業】

・共生社会の実現に向け、多様な他者の理解を深める教育を推進していきます。

【教育研修推進事業】

特別支援学級の授業の様子

 

（１）学びの機会の充実

・教育支援センター「フレンドステーション」の活動をより広く情報発信し、

不登校児童生徒の社会的自立の場として活用していきます。

・１人１台端末を活用したオンライン学習の方法について、研究を進めてい

きます。

・校内教育支援センターの設置等、多様な学びの場の提供を促進していきま

す。

・児童生徒の居場所の確保に向けて、関係機関との連携を進めていきます。

【教育研究企画室運営管理事業】

重点目標５ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂

施策１２ 不登校児童生徒への支援の推進

目 標
個々の児童生徒の意思を尊重した、多様な学びや支援の充実

を図ります。

現 状

と

課 題

全国的に不登校児童生徒が増加している中、本市においても小

学校、中学校共に不登校の児童生徒は増加傾向にあります。

本市では、不登校の児童生徒を支援するにあたり、各学校が在

籍する個々の児童生徒の状況を把握したうえで、校内や流山市教

育支援センター「フレンドステーション」における支援、スクー

ルカウンセラーによる教育相談、スクールソーシャルワーカーに

よる訪問支援、関係部局との連携等を行ってきました。

課題としては、困り感のある児童生徒の居場所となる環境の整

備が挙げられます。そのために、教室に入りづらいと感じる児童

生徒の居場所の設置や一人一台端末を活用したオンライン学習、

教育支援センター「フレンドステーション」の機能強化の研究、

民間フリースクールとの連携の在り方等の研究を進めていく必要

があります。また、こどもの相談は、虐待やいじめなど多岐にわ

たることから、子ども家庭部とも連携を図りながら、こどもの権

利侵害に対応する相談・救済機関の設置を検討していく必要があ

ります。

関連するＳＤＧｓ  



 

（２）不登校支援のための相談体制づくり

・研修会において、実践的な不登校支援や校内における教育相談について取

り上げ、各学校の不登校支援や教育相談の充実を推進していきます。

・教育相談において、児童生徒の状況をアセスメントし、家庭・学校・市が

連携を図りながら、不登校児童生徒への支援に努めます。また、必要に応

じてスクールソーシャルワーカーや関係部局による、アウトリーチ支援を

進めていきます。

・不登校「親の会」や教育相談を通して、保護者が一人で悩みを抱え込まな

いように、保護者支援の充実に向けた取り組みを推進していきます。

【教育研究企画室運営管理事業】

 

フレンドステーション エルズ

個々の課題（各教科の学習・読書等）に取り組む様子

フレンドステーション しんかわ

わくわくルーム（個々の関心に合わせて活動）



 

（２）不登校支援のための相談体制づくり

・研修会において、実践的な不登校支援や校内における教育相談について取

り上げ、各学校の不登校支援や教育相談の充実を推進していきます。

・教育相談において、児童生徒の状況をアセスメントし、家庭・学校・市が

連携を図りながら、不登校児童生徒への支援に努めます。また、必要に応

じてスクールソーシャルワーカーや関係部局による、アウトリーチ支援を

進めていきます。

・不登校「親の会」や教育相談を通して、保護者が一人で悩みを抱え込まな

いように、保護者支援の充実に向けた取り組みを推進していきます。

【教育研究企画室運営管理事業】

 

フレンドステーション エルズ

個々の課題（各教科の学習・読書等）に取り組む様子

フレンドステーション しんかわ

わくわくルーム（個々の関心に合わせて活動）

 

重点目標６ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による

地域の教育力の向上

施策１３ コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の

一体的推進

目 標
学校・家庭・地域が連携・協働することにより、地域全体でこども

たちを育む環境づくりを推進します。また、地域社会との様々な関わ

りを通じて、こどもたちの社会性、自主性、創造性等、豊かな人間性を

育むと共に、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化や子

どもたちが安心して暮らせる環境づくりに努めます。

現 状

と

課 題

全中学校区に地域学校協働本部を設置し、学校支援コーディ

ネーターを中心にボランティアとともに学校支援活動を行って

おり、活動内容は多岐にわたっています。また、全中学校区で

の、コミュニティ・スクールの設置・運用が始まっています。

今後は、学校と地域が連携・協力し、「地域のこどもは、地

域で育てる。」という当事者意識を持って取り組んでいきま

す。持続的な地域コミュニティの基盤形成に向けて、地域学校

協働活動の推進を図っていきます。また、各学校で地域の実情

に応じた危機管理マニュアルや防災計画を作成し、防災訓練を

実施しています。

今後は、地域とともに、「自助・公助・共助」による具体的

な取り組みの実践を進めていく必要があります。

（１）社会に開かれた学校づくりのための情報発信

・学校行事や学校生活の様子、また学校と地域が連携した活動の様子等を学

校だより、ホームぺージを活用して保護者や地域の方々へ発信していきま

す。

【学校教育内容充実事業】

（２）コミュニティ・スクールの仕組みを活かした学校運営

・児童生徒、教職員、保護者、地域の方々による学校評価を実施し、学校運

営の改善・推進に努めていきます。

関連するＳＤＧｓ  



 

【学校教育内容充実事業】

（３）地域の人材・教育力を活かした教育活動の推進

・コミュニティ・スクールを活用し、学校支援コーディネーターとともに教

育支援活動への協力を依頼していきます。

・まち探検、職場体験、探究学習等において、地域環境や外部人材を活用し

た教育活動を推進していきます。 【地域による学校支援事業】

（４）中学校区の特色を活かした教育環境づくり

・地域とともにある学校という認識を持ち、総合的な学習の時間等を活用し

た探究学習を推進し、家庭・学校・地域が一体となったつながりのある教

育環境づくりを進めます。

【小中一貫教育推進事業】

（５）防災・防犯教育の推進

・東日本大震災や能登半島地震での教訓を踏まえ、危機管理マニュアルの見直し

や防災訓練の充実を図ります。地域と協力した防災訓練や小中連携による防災教

育を推進していきます。

・災害に対する知識や判断力を身につけさせるとともに、自助、共助の考え方の育

成を図っていきます。

・防犯に対する知識を持ち、自己防衛のために適切に行動できる能力の向上を図

ります。 【教育内容充実事業】

田植え体験の様子学校サポートボランティアの

活動の様子

防災教育の様子



 

【学校教育内容充実事業】

（３）地域の人材・教育力を活かした教育活動の推進

・コミュニティ・スクールを活用し、学校支援コーディネーターとともに教

育支援活動への協力を依頼していきます。

・まち探検、職場体験、探究学習等において、地域環境や外部人材を活用し

た教育活動を推進していきます。 【地域による学校支援事業】

（４）中学校区の特色を活かした教育環境づくり

・地域とともにある学校という認識を持ち、総合的な学習の時間等を活用し

た探究学習を推進し、家庭・学校・地域が一体となったつながりのある教

育環境づくりを進めます。

【小中一貫教育推進事業】

（５）防災・防犯教育の推進

・東日本大震災や能登半島地震での教訓を踏まえ、危機管理マニュアルの見直し

や防災訓練の充実を図ります。地域と協力した防災訓練や小中連携による防災教

育を推進していきます。

・災害に対する知識や判断力を身につけさせるとともに、自助、共助の考え方の育

成を図っていきます。

・防犯に対する知識を持ち、自己防衛のために適切に行動できる能力の向上を図

ります。 【教育内容充実事業】

田植え体験の様子学校サポートボランティアの

活動の様子

防災教育の様子

重点目標６ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による

地域の教育力の向上

施策１４ 部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行

に向けた環境の一体的な整備

目 標
こどもたちが、スポーツや文化芸術に継続的に親しむことがで

きる機会を確保することや、教師の業務負担を軽減し、学校教育

の質の向上を推進していきます。

現 状

と

課 題

本市では、令和元年から中学校の部活動における外部指導員の

配置を行っています。このことで、こどもたちはより専門的な指

導を受けることができ、また経験のない顧問にとっては、指導の

負担が減り、授業準備等の時間が確保できています。しかしなが

ら、指導者の確保や運営団体の整備、持続可能な活動にしていく

ためのシステムの構築に課題があると考えています。

まずは、地域クラブ活動指導員を増員し、学校から切り離した

土日の地域クラブ活動を推進していきます。

（１）地域クラブ活動の推進

・今まで学校で担っていた部活動を、専門的な指導技術を持った指導員や団体と

連携して、こどもたちの持続可能な活動場所として、地域クラブ活動を推進して

いきます。

【流山市部活動支援事業】

（２）部活動の地域移行

・現在、部活動は、各小中学校が流山市部活動ガイドラインに沿って活動し

ています。活動時間の設定、外部指導員の増員により、専門性の高い指導

が受けられる体制整備を進めます。また、教職員の負担軽減につなげてい

きます。今後は地域クラブ活動へ移行していくことを推進していきます。

・地域クラブ活動へ移行した後も、こどもたちの活動への相談、支援を行って

いきます。

【流山市部活動支援事業】

地域クラブ活動の様子

関連するＳＤＧ

ｓ



 

重点目標７ 教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成

施策１５ １人１台端末の利活用

目 標 学習において、ＩＣＴの活用が「日常化」するようにし、個別

最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ります。また、情

報および情報手段を主体的に選択し、活用していくための個人の

基礎的な資質の向上を目指します。

現 状

と

課 題

各小中学校では、ＧＩＧＡスクール構想によって整備された１

人１台端末を活用した学習を行っています。しかし、活用頻度や

活用形態にはまだばらつきが見られます。端末を「取り入れる授

業」から「効果的に活用する授業」への変換が図れるようにする

必要があります。また、情報化社会となる中、児童生徒の情報活

用能力のより一層の充実が求められます。

（１） の有効活用による新たな学びの推進

・個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実するため、１人１台端末等

を積極的に活用した児童生徒への学習指導、生徒指導等を推進します。

・教員のＩＣＴの有効活用のための研修会を実施し、こどもの創造性、主体

的を引き出す授業実践を推進します。

・タブレット端末を活用した授業実践を推進するため、計画的に環境整備を

行います。 【 学習空間整備事業】

人１台端末を活用した学習の様子

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標７ 教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成

施策１５ １人１台端末の利活用

目 標 学習において、ＩＣＴの活用が「日常化」するようにし、個別

最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ります。また、情

報および情報手段を主体的に選択し、活用していくための個人の

基礎的な資質の向上を目指します。

現 状

と

課 題

各小中学校では、ＧＩＧＡスクール構想によって整備された１

人１台端末を活用した学習を行っています。しかし、活用頻度や

活用形態にはまだばらつきが見られます。端末を「取り入れる授

業」から「効果的に活用する授業」への変換が図れるようにする

必要があります。また、情報化社会となる中、児童生徒の情報活

用能力のより一層の充実が求められます。

（１） の有効活用による新たな学びの推進

・個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実するため、１人１台端末等

を積極的に活用した児童生徒への学習指導、生徒指導等を推進します。

・教員のＩＣＴの有効活用のための研修会を実施し、こどもの創造性、主体

的を引き出す授業実践を推進します。

・タブレット端末を活用した授業実践を推進するため、計画的に環境整備を

行います。 【 学習空間整備事業】

人１台端末を活用した学習の様子

関連するＳＤＧｓ  

 

重点目標７ 教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成

施策１６ 児童生徒の情報活用能力の育成

目 標
情報を主体的に捉え、何が重要かを主体的に考え、情報技術を

日常的に活用できる力を育成します。また、情報化が社会の中で

果たす役割や影響を正しく理解する事や、情報モラルの育成を図

ります。

現 状

と

課 題

情報端末を活用しながら、情報を収集したり、整理・分析した

りする学習が重要です。こどもたちは、日常生活の中でもＳＮＳ

等を活用し、情報を簡単に収集することには慣れている一方、情

報技術に関する制度やマナー、情報の真偽を吟味する力は備わっ

ていないのが現状です。

今後は、ＧＩＧＡスクール構想によって整備された１人１台端

末の利活用の日常化を促進するとともに、学習の基盤となる資

質・能力として位置付けられた情報活用能力（情報モラルを含

む）を育成していく必要があります。

（１）１人１台端末の活用力の向上

・情報活用能力育成のために、ＩＣＴの効果的な活用、問題の発見・解決等

に向けて情報を適切かつ正確に活用する力を育みます。また、情報技術に

関する制度やマナー、個人が果たす役割や責任等の情報モラルを身につけ

ることも含めた、デジタルシティズンシップ教育を進めます。

【 学習空間整備事業】

（２）教師の指導力向上に向けた取り組みの充実

・情報活用能力育成のために、ＩＣＴの活用事例提供、プログラミング教育

の充実に向けた研修、情報モラル教育の充実等、教員の指導力向上を目指

します。

【教育研修推進事業】

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標７ 教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成

施策１７ 教員の指導力向上

目 標
新しい時代に求められる資質・能力の育成に向け、授業改善を

推進します。

また、ＩＣＴ等の活用による学びとともに、デジタルとリアル

を適切に取り入れた学びを進めるため、教師の指導力向上を図り

ます。

現 状

と

課 題

各小中学校では、すべての児童生徒が安心して学び、達成感と

新たな学習への意欲がもてる授業づくりを目指しています。ま

た、１人１台端末を活用し、個別最適な学びと協働的な学びの一

体的な充実が求められます。市内小中学校では若年の教員の割合

が増え、中堅、ベテラン層が減少している中、研修の在り方が課

題となっています。また、こどもたちが「自ら学び問題を解決し

ていく」授業実践のための、指導力向上や、ＩＣＴを効果的に活

用した学びの推進が喫緊の課題です。

今後は、将来の予測が困難な時代において必要となる資質・能

力を育む指導を推進するため、教職員の指導力向上を図っていく

必要があります。

（１）研修の充実

・ＩＣＴを効果的に活用し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実に

向けた研修を実施していきます。

・若手教員等のための研修の機会を増やし、実践・活用できる研修内容で、

指導力向上に取り組みます。 【教育研修推進事業】

（２）主体的・対話的で深い学びに向けた授業の実践

・計画的な学校訪問を通して、ＩＣＴを活用した指導力向上を目指し、児童

生徒が主体となって学ぶ授業を実践していきます。

・指導目標の明確化と評価に基づいた指導方法の工夫改善を図ります。

【教育研修推進事業】

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標７ 教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成

施策１７ 教員の指導力向上

目 標
新しい時代に求められる資質・能力の育成に向け、授業改善を

推進します。

また、ＩＣＴ等の活用による学びとともに、デジタルとリアル

を適切に取り入れた学びを進めるため、教師の指導力向上を図り

ます。

現 状

と

課 題

各小中学校では、すべての児童生徒が安心して学び、達成感と

新たな学習への意欲がもてる授業づくりを目指しています。ま

た、１人１台端末を活用し、個別最適な学びと協働的な学びの一

体的な充実が求められます。市内小中学校では若年の教員の割合

が増え、中堅、ベテラン層が減少している中、研修の在り方が課

題となっています。また、こどもたちが「自ら学び問題を解決し

ていく」授業実践のための、指導力向上や、ＩＣＴを効果的に活

用した学びの推進が喫緊の課題です。

今後は、将来の予測が困難な時代において必要となる資質・能

力を育む指導を推進するため、教職員の指導力向上を図っていく

必要があります。

（１）研修の充実

・ＩＣＴを効果的に活用し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実に

向けた研修を実施していきます。

・若手教員等のための研修の機会を増やし、実践・活用できる研修内容で、

指導力向上に取り組みます。 【教育研修推進事業】

（２）主体的・対話的で深い学びに向けた授業の実践

・計画的な学校訪問を通して、ＩＣＴを活用した指導力向上を目指し、児童

生徒が主体となって学ぶ授業を実践していきます。

・指導目標の明確化と評価に基づいた指導方法の工夫改善を図ります。

【教育研修推進事業】

関連するＳＤＧｓ  

 

重点目標８ 指導体制・ＩＣＴ環境の整備

施策１８ 学校における働き方改革、運営体制の充実

目 標 学校における働き方改革を推進します。

現 状

と

課 題

すべての教職員が、心身ともに健康を保つことができる職場環境

を整えることにより、こどもたちの成長に真に必要な、効果的な

教育活動を持続的に行うことができると考えています。

校務の積極的な見直し等、教職員の業務改善を行うことによ

り、教職員がこどもたちと向き合う時間を確保することがで

き、一人ひとりにきめ細かな指導を行い、こどもたちの学びの

一層の充実を図ることができます。

（１）校務の効率化に向けて

・教員が児童、生徒と向き合う時間を確保し、個に応じた指導を充実させる

ため、令和４年度から導入した校務支援ソフトを継続的に活用し、校務の

効率化を図るとともに、学校現場でさらに活用しやすいよう、校務支援ソ

フトの継続的活用と改善を行っていきます。

・夏季休業中、冬季休業中に学校閉庁日を設定し、勤務時間外の保護者や外

部からの問合せ等については、緊急時の教育委員会等への連絡方法を確保

した上で、応答電話の設置やメールによる連絡対応等ができるようにしま

す。また、学校閉庁期間中は、やむを得ない場合を除き、部活動について

も原則行わないようにします。

・市教育委員会からの保護者宛の連絡や保護者から学校への欠席等の連絡に

ついては、メール機能を活用し学校の業務改善につなげます。

（２）徴収事務の削減に向けて

・各学校において私会計として行ってきた学校給食費の徴収や管理等について、

令和２年度から公会計制度を導入し、教職員の負担軽減を図っています。今

後は、教材費や旅行積立など、学校で徴収していたお金を、保護者と業者が

直接取扱いを行うように推進していきます。

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標８ 指導体制・ＩＣＴ環境の整備

施策１９ ＩＣＴ環境の充実

目 標 １人１台端末の環境整備を継続し、誰一人取り残されない

教育の一層の推進を図ります。

現 状

と

課 題

各小中学校では、ＧＩＧＡスクール構想によって整備された１

人１台端末を活用した学習を行っています。しかし、周辺環境整

備は、機器の更新も含め、継続的な対応が求められます。また、

端末の活用促進には、教職員を支えるＩＣＴに特化した支援員等

専門的な知識を持った職員の配置も欠かせません。

今後は、１人１台端末について、公教育の必須ツールとして、

更新を着実に進めるとともに、効果的な活用を更に進めていく必

要があります。

（１）１人１台端末等ＩＣＴ環境の整備充実

・ＩＣＴの継続的な活用のため、環境整備を進めます。また、情報活用能力

の育成など、学びの変革につなげるため、指導力の格差解消や、専門的な

人員の配置を進めていきます。

【 学習空間整備事業】

プログラミング的思考の育成 環境を効果的に活用した授業

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標８ 指導体制・ＩＣＴ環境の整備

施策１９ ＩＣＴ環境の充実

目 標 １人１台端末の環境整備を継続し、誰一人取り残されない

教育の一層の推進を図ります。

現 状

と

課 題

各小中学校では、ＧＩＧＡスクール構想によって整備された１

人１台端末を活用した学習を行っています。しかし、周辺環境整

備は、機器の更新も含め、継続的な対応が求められます。また、

端末の活用促進には、教職員を支えるＩＣＴに特化した支援員等

専門的な知識を持った職員の配置も欠かせません。

今後は、１人１台端末について、公教育の必須ツールとして、

更新を着実に進めるとともに、効果的な活用を更に進めていく必

要があります。

（１）１人１台端末等ＩＣＴ環境の整備充実

・ＩＣＴの継続的な活用のため、環境整備を進めます。また、情報活用能力

の育成など、学びの変革につなげるため、指導力の格差解消や、専門的な

人員の配置を進めていきます。

【 学習空間整備事業】

プログラミング的思考の育成 環境を効果的に活用した授業

関連するＳＤＧｓ  

 

重点目標９ 学校施設の整備と充実

施策２０ 安全・安心な学校施設の整備と充実

目 標 効率的な学校施設の整備と管理を行います。

現 状

と

課 題

本市における学校施設は、第２次ベビーブーム世代の増加

に伴い、昭和４０年代後半から昭和５０年代にかけて集中的

に建設されました。これまで耐震化を最優先として取り組

み、早期に小中学校すべての校舎及び屋内運動場の耐震化が

完了しました。これからは、施設の老朽化対策が課題である

と考えています。また、つくばエクスプレス沿線地域では、

児童生徒数の急増に対応するため、令和３年度に「おおぐろ

の森小学校」、令和４年度に「おおぐろの森中学校」の新設

に続いて、「市野谷小学校」及び「南流山第二小学校」の新

設と「南流山中学校」の移転を令和６年度からの開校に向け

て進めてきました。今後も人口推計を注視しながら、引き続

き、安心・安全で快適な教育環境を提供するため、施設の老

朽化対策を計画的かつ効果的に実施する必要があります。

（１）老朽化した学校施設の再生

・日頃の定期的な点検・修繕等により安全性を確保しながら、機能性、環境

性を再生させるべく老朽化した施設の改修等を計画的に実施します。効率

的かつ効果的に再生していくため、劣化した施設の現状把握、整備計画の

検討・策定、建て替え・改修等の実施、適切な維持管理など施設整備を行

っていきます。また、水道・電気・ガス設備などの配管等の更新や消防設

備の維持管理も実施します。

【小学校校舎等リニューアル事業】

【小・中学校校舎等改修事業】

【小・中学校設備改修事業】

【給食室等改修事業】

関連するＳＤＧｓ  



 

（２）教育環境の質的向上

・「 の有効活用による新たな学びの推進」に対応できる施設の整備に努めます。

・プールの老朽化により、学校での水泳授業ができない場合、プールを有する民間

施設へ委託し、水泳の授業の確保に努めます。

【小中学校校舎等改修事業】

（３）将来を見据えた学校施設の整備

・市内の児童生徒数の推計を注視しつつ、児童生徒数が増加傾向にある地域にお

いては、必要な教室数を確保するために計画的に校舎等の増改築を行います。

【おおぐろの森小学校校舎増築事業】

【常盤松中学校校舎増築事業】

（４）誰もが使いやすい学校施設の整備

・障害の有無に関わらず、児童・生徒が支障なく安心して学校生活が送れるようバ

リアフリー化を推進します。

【小・中学校校舎等改修事業】

（５）学校施設の防災機能強化

・学校施設は災害時には避難所となることから、これまでに防災備蓄倉庫、防災井

戸、防災無線、かまどベンチ、マンホールトイレの設置に加え、教室及び屋内運動

場に電源自立型エアコンの一部導入を進めてきました。

・今後も、防災担当部局と連携して学校施設の防災機能強化に努めます。

【小・中学校校舎等改修事業】

（６）環境に配慮した施設の整備

・学校施設の省エネルギー化に向けて校舎屋上への太陽光発電設備の積極的な導

入を行っており、脱炭素なまちなみとなる自然エネルギー施策に取り組んでいます。

また、照明器具のＬＥＤ化による省エネルギー化を図り、地球温暖化対策や電力需

要対策に貢献できる施設運営を行います。

・地球温暖化対策や電力消費量の削減が求められている中、大規模な改修に当たっ

ては、 断熱性能に配慮します。また、ＬＥＤ照明や人感センサー付き照明、環境配慮

型設備を積極的に導入し、省エネルギー化に取り組みます。

【小・中学校ＥＳＣＯ事業】

【小・中学校校舎等改修事業】

【小学校校舎等リニューアル事業】



 

（２）教育環境の質的向上

・「 の有効活用による新たな学びの推進」に対応できる施設の整備に努めます。

・プールの老朽化により、学校での水泳授業ができない場合、プールを有する民間

施設へ委託し、水泳の授業の確保に努めます。

【小中学校校舎等改修事業】

（３）将来を見据えた学校施設の整備

・市内の児童生徒数の推計を注視しつつ、児童生徒数が増加傾向にある地域にお

いては、必要な教室数を確保するために計画的に校舎等の増改築を行います。

【おおぐろの森小学校校舎増築事業】

【常盤松中学校校舎増築事業】

（４）誰もが使いやすい学校施設の整備

・障害の有無に関わらず、児童・生徒が支障なく安心して学校生活が送れるようバ

リアフリー化を推進します。

【小・中学校校舎等改修事業】

（５）学校施設の防災機能強化

・学校施設は災害時には避難所となることから、これまでに防災備蓄倉庫、防災井

戸、防災無線、かまどベンチ、マンホールトイレの設置に加え、教室及び屋内運動

場に電源自立型エアコンの一部導入を進めてきました。

・今後も、防災担当部局と連携して学校施設の防災機能強化に努めます。

【小・中学校校舎等改修事業】

（６）環境に配慮した施設の整備

・学校施設の省エネルギー化に向けて校舎屋上への太陽光発電設備の積極的な導

入を行っており、脱炭素なまちなみとなる自然エネルギー施策に取り組んでいます。

また、照明器具のＬＥＤ化による省エネルギー化を図り、地球温暖化対策や電力需

要対策に貢献できる施設運営を行います。

・地球温暖化対策や電力消費量の削減が求められている中、大規模な改修に当たっ

ては、 断熱性能に配慮します。また、ＬＥＤ照明や人感センサー付き照明、環境配慮

型設備を積極的に導入し、省エネルギー化に取り組みます。

【小・中学校ＥＳＣＯ事業】

【小・中学校校舎等改修事業】

【小学校校舎等リニューアル事業】

 

第４章 生涯学習の推進

重点目標１ 生涯学習の推進

施策１ 人生を豊かにできる生涯学習の推進

目 標 様々な世代の方が生涯にわたって自ら学習することでウェルビ

ーイングを実現し、人生を豊かにできるよう、魅力のある学習プ

ログラムづくりに努め、多様なニーズに応えます。また、障害等

の有無にかかわらず、誰もが安心・安全で快適に生涯学習に取り

組むことができるよう、計画的な施設の改修・修繕とバリアフリ

ー化を進めます。

市民の自主的な学習活動をサポートできるよう、学習情報提供

のネットワークの充実を図ります。

現 状

と

課 題

市民からのニーズが多様化する中、ライフステージや生活課題

等に対応した各種講座を開催していますが、更に魅力のある講座

等を企画し、学習機会を提供する必要があります。

施設整備では、利用者の増加に伴い、おおたかの森市民窓口セ

ンターで行っていた図書ピックアップサービスの機能を拡充し、

おおたかの森ホール内に「おおたかの森図書ピックアップセンタ

ー」を開設したほか、令和４年１２月には、南流山センター内の

中央図書館南流山分館を「南流山地域図書館」として移設整備、

令和５年４月には、南流山センター内に「南流山図書ピックアッ

プセンター」を開設しました。また、北部公民館及び東部公民館

ではエレベーターを新設するなど、施設のバリアフリー化を進め

ましたが、安心・安全で快適な施設環境を確保するため、引き続

き、計画的な施設の改修・修繕を進める必要があります。

令和４年１２月にオープンした「南流山地域図書館」 

関連するＳＤＧｓ  



 

（１）多様な生涯学習機会の充実

· 小学生を対象とした「親子チャレンジ教室」や、６５歳以上の市民を対象

とした「流山市ゆうゆう大学」など、乳幼児期から高齢期までライフステ

ージに対応した学習機会を提供します。

· 食や防災、健康、人権、国際化、環境、デジタル活用など、日常生活にお

ける多様な課題に対応した学習機会を提供します。

· 「バリアフリー演劇鑑賞会」など、障害の有無にかかわらず、誰もが楽し

める学習機会の提供に努めます。

· 大学図書館の市民利用や、高校演劇部の生徒等を対象とした公民館「舞台

ワークショップ」の開催など、高校や大学との連携を図ります。

· 市内在住の外国人を対象に公民館で開催する「日本語講座」、乳幼児や小

学生を対象に中央図書館等で絵本の読み聞かせや、わらべうたを楽しむ

「おはなし会」を開催するなど、地域のＮＰＯ法人等との連携を図りま

す。

· 生後２～１１か月の乳児とその母親を対象とした「子育てママのセミナ

ー」をはじめ、赤ちゃんが泣いても互いに気にせず楽しめる「子育てコン

サート」、小・中学生の保護者を対象とした「家庭教育講座」など、子育

てのための学習機会を提供します。

· 令和４年３月に策定した「第２次流山市こどもの読書活動推進計画」によ

り、図書館資料の学校への団体貸出や、市内の子育て関連施設に「乳幼児

向けブックセット」を設置するなど、こどもの読書活動を推進します。

· 市民の多様な読書要求や情報ニーズに応えるため、図書館として必要な資

料を購入するとともに、視覚障害等の理由により活字を読むことが困難な

方が図書館を利用しやすくなるよう、点字図書や大活字図書、デジタル録

音図書、ＬＬブック、オーディオブックなど、アクセシブルな資料の充実

及び利用促進に努めます。

【ライフステージに対応した学習充実事業】

【生活課題に対応した学習充実事業】

【高校・大学等との連携による学習充実事業】

【民間企業等との連携による学習充実事業】

【家庭教育事業】

【こどもの読書活動推進事業】

【図書館資料購入事業】



 

（１）多様な生涯学習機会の充実

· 小学生を対象とした「親子チャレンジ教室」や、６５歳以上の市民を対象

とした「流山市ゆうゆう大学」など、乳幼児期から高齢期までライフステ

ージに対応した学習機会を提供します。

· 食や防災、健康、人権、国際化、環境、デジタル活用など、日常生活にお

ける多様な課題に対応した学習機会を提供します。

· 「バリアフリー演劇鑑賞会」など、障害の有無にかかわらず、誰もが楽し

める学習機会の提供に努めます。

· 大学図書館の市民利用や、高校演劇部の生徒等を対象とした公民館「舞台

ワークショップ」の開催など、高校や大学との連携を図ります。

· 市内在住の外国人を対象に公民館で開催する「日本語講座」、乳幼児や小

学生を対象に中央図書館等で絵本の読み聞かせや、わらべうたを楽しむ

「おはなし会」を開催するなど、地域のＮＰＯ法人等との連携を図りま

す。

· 生後２～１１か月の乳児とその母親を対象とした「子育てママのセミナ

ー」をはじめ、赤ちゃんが泣いても互いに気にせず楽しめる「子育てコン

サート」、小・中学生の保護者を対象とした「家庭教育講座」など、子育

てのための学習機会を提供します。

· 令和４年３月に策定した「第２次流山市こどもの読書活動推進計画」によ

り、図書館資料の学校への団体貸出や、市内の子育て関連施設に「乳幼児

向けブックセット」を設置するなど、こどもの読書活動を推進します。

· 市民の多様な読書要求や情報ニーズに応えるため、図書館として必要な資

料を購入するとともに、視覚障害等の理由により活字を読むことが困難な

方が図書館を利用しやすくなるよう、点字図書や大活字図書、デジタル録

音図書、ＬＬブック、オーディオブックなど、アクセシブルな資料の充実

及び利用促進に努めます。

【ライフステージに対応した学習充実事業】

【生活課題に対応した学習充実事業】

【高校・大学等との連携による学習充実事業】

【民間企業等との連携による学習充実事業】

【家庭教育事業】

【こどもの読書活動推進事業】

【図書館資料購入事業】

 

（２）生涯学習の環境整備

・ 誰もが安心・安全で快適に施設利用ができるよう、東部公民館、初石公民

館及び南流山センターの受変電設備更新、中央図書館・博物館の内装等改

修、生涯学習センター多目的ホールの特定天井改修及び舞台のバリアフリ

ー化など、計画的な施設改修を進めます。

・ 広報ながれやま、市ホームページ、流山市ＬＩＮＥ公式アカウント等を活

用して、様々な生涯学習イベント情報を提供します。

・ 図書館司書によるレファレンスサービス（※１）の充実を図り、関心のあ

るテーマについて調べる時に役立つ資料や調べ方を紹介する「パスファイ

ンダー」を作成配布するなど、自発的な読書活動を支援します。

・ 視覚障害等により活字を読むことが困難な方や支援者に向け、アクセシブ

ルな資料や、読書支援機器、視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」

等の活用方法について周知するなど、読書バリアフリーサービスの充実を

図ります。

・ インターネットを利用して自宅等から蔵書検索や貸出予約、レファレンス

申し込み等ができる「図書館電算システム」を活用して情報提供サービス

の充実を図ります。

（※１）利用者が学習・研究・調査を目的とした必要な資料が見つからないとき

や、図書館の使い方がわからないとき等に、これを手助けする支援を行

うこと。

【東部公民館施設整備改修事業】

【初石公民館施設整備改修事業】

【南流山センター施設整備改修事業】

【生涯学習センター整備充実事業】

【中央図書館改修事業】

【博物館改修事業】

【図書館情報提供サービス事業】

赤ちゃんが泣いても気兼ねなく楽しめる

公民館「子育てコンサート」 
文字を拡大する等の機能がある

読書支援機器「拡大読書器」 



 

重点目標２ 青少年の健全育成

施策２ 青少年を育てる地域環境づくりと健全育成体制の充実

目 標
青少年が社会の一員としての自覚と、他人や社会への思いやり

が持てるよう、青少年の参画・活躍する場をつくることで、青少

年の健全育成活動を推進します。

青少年が非行に走らない、犯罪や事故に巻き込まれないような

社会環境づくりに努めます。

青少年が一人で悩むことがないよう、相談体制の充実を図りま

す。

現 状

と

課 題

親子の関わり方や、地域での住民相互のコミュニケーション不

足、インターネットの普及による交友関係の広域・多様化など、

青少年を取り巻く社会環境は刻々と変化しており、青少年の問題

行動が見え難くなっています。

このような状況の中、青少年にとって、よりよい社会環境を整

備するとともに、地域の大人たちが青少年への理解と健全育成・

養育の認識を深め、こどもたちに対して主体的な関わりを持つ必

要があります。

子育て世代が増加する本市では、次世代を担うこどもたちが夢

と希望に満ち、健やかで明るく育っていけるよう、市内で活動す

る青少年健全育成団体や、非行防止パトロール等の活動を行う団

体を引き続きサポートし、また、青少年やその保護者が一人で悩

むことがないよう、青少年専門相談員による相談等の充実を図る

必要があります。

２泊３日の宿泊体験「チャレンジキャンプ」 

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標２ 青少年の健全育成

施策２ 青少年を育てる地域環境づくりと健全育成体制の充実

目 標
青少年が社会の一員としての自覚と、他人や社会への思いやり

が持てるよう、青少年の参画・活躍する場をつくることで、青少

年の健全育成活動を推進します。

青少年が非行に走らない、犯罪や事故に巻き込まれないような

社会環境づくりに努めます。

青少年が一人で悩むことがないよう、相談体制の充実を図りま

す。

現 状

と

課 題

親子の関わり方や、地域での住民相互のコミュニケーション不

足、インターネットの普及による交友関係の広域・多様化など、

青少年を取り巻く社会環境は刻々と変化しており、青少年の問題

行動が見え難くなっています。

このような状況の中、青少年にとって、よりよい社会環境を整

備するとともに、地域の大人たちが青少年への理解と健全育成・

養育の認識を深め、こどもたちに対して主体的な関わりを持つ必

要があります。

子育て世代が増加する本市では、次世代を担うこどもたちが夢

と希望に満ち、健やかで明るく育っていけるよう、市内で活動す

る青少年健全育成団体や、非行防止パトロール等の活動を行う団

体を引き続きサポートし、また、青少年やその保護者が一人で悩

むことがないよう、青少年専門相談員による相談等の充実を図る

必要があります。

２泊３日の宿泊体験「チャレンジキャンプ」 

関連するＳＤＧｓ  

 

（１）健全育成体制の充実

・ 青少年関係団体、行政、地域等が連携して、青少年の健全育成体制の充実

を図ります。

・ 市内で様々な青少年健全育成事業を実施している「流山市青少年育成会

議」「流山市青少年相談員連絡協議会」「流山市こども会育成連絡協議

会」「流山市ボーイスカウト・ガールスカウト連絡協議会」の活動を支援

します。

・ 青少年の非行防止等を目的に、街頭パトロール等を実施している「流山市

青少年指導センター補導員連絡協議会」や、青少年を犯罪被害から守るた

め、学校と警察が連携し、情報共有等を行う「流山市学校警察連絡協議

会」の活動を支援します。

【青少年健全育成団体運営事業】

【青少年関連団体補助事業】

（２）健全育成事業の充実

・ 学校や学年が異なる小学５・６年生が遊びを通じて人との関わり方を学ぶ

「めざせ！あそびの達人」、小学４年生から中学生を対象とした２泊３日

の宿泊体験「チャレンジキャンプ」のほか、親子で参加できるイベント

や、大人を対象とした青少年への理解を深める研修会など、様々な事業を

実施している青少年健全育成団体と連携して、交流の機会を提供し、青少

年の参画・活躍する場づくりを目指します。

・ 青少年が、日頃考えていることや抱負を自分の言葉で表現し、多くの方に

訴える「青少年主張大会」を開催し、青少年への理解と関心を深めます。

・ 本市と姉妹都市（福島県相馬市、長野県信濃町、石川県能登町、岩手県北

上市）の少年スポーツ団体が、競技を通じた交流と青少年の健全育成を目

的に行うスポーツ交流事業を支援します。

【青少年健全育成団体運営事業】

【青少年主張大会運営事業】

【姉妹都市少年スポーツ交流事業】

青少年が抱負等を発表する「青少年主張大会」 



 

（３）社会環境浄化活動の充実

・ 「流山市青少年社会環境浄化推進委員会」（※１）の各構成団体から推薦

された地区活動実行委員が、南流山、南部、東部、八木、北部、東深井、

西初石、常盤松、おおたかの森・おおぐろの森の各中学校区で集い地域の

青少年の現状と養育に係る課題と方策を話し合い、青少年との関わりを推

進する「地区活動」を展開し、地域・家庭の教育力の向上を目指します。

・ 地区活動実行委員が、青少年が立ち寄る店舗等の利用実態を調査し、青少

年の現状把握及び各地区への周知を図ります。

・ 青少年の非行防止及び健全育成を図るため、青少年指導センター補導員に

よる街頭等でのパトロールを実施し、気になる青少年には地域ぐるみで声

を掛ける補導活動を推進します。

（※１）流山市民生委員児童委員協議会、柏地区保護司会流山支部、松戸人権擁護

委員協議会流山支部、流山市小中学校長会、流山市学校警察連絡協議会、

流山市青少年相談員連絡協議会、流山市ＰＴＡ連絡協議会、流山市青少年

指導センター補導員連絡協議会の８団体で構成。

【青少年社会環境浄化事業】

（４）相談事業の充実

・ 青少年やその保護者が一人で悩むことがないよう、青少年専門相談員が電

話や相談室で相談に応じる「青少年相談」は、より多くの方が活用できる

よう、相談時間を延長する日を設けるなど、充実を図ります。

・ 相談内容により、教育研究企画室やいじめ防止相談対策室などの関係機関

へ相談を引き継ぎ、相談者の悩みの解消に努めます。

・ 相談室だより「はなみずき」に青少年の悩みに関する記事等を掲載し、青

少年相談室の周知を図ります。

【青少年相談事業】

青少年指導センター補導員による街頭パトロール 



 

（３）社会環境浄化活動の充実

・ 「流山市青少年社会環境浄化推進委員会」（※１）の各構成団体から推薦

された地区活動実行委員が、南流山、南部、東部、八木、北部、東深井、

西初石、常盤松、おおたかの森・おおぐろの森の各中学校区で集い地域の

青少年の現状と養育に係る課題と方策を話し合い、青少年との関わりを推

進する「地区活動」を展開し、地域・家庭の教育力の向上を目指します。

・ 地区活動実行委員が、青少年が立ち寄る店舗等の利用実態を調査し、青少

年の現状把握及び各地区への周知を図ります。

・ 青少年の非行防止及び健全育成を図るため、青少年指導センター補導員に

よる街頭等でのパトロールを実施し、気になる青少年には地域ぐるみで声

を掛ける補導活動を推進します。

（※１）流山市民生委員児童委員協議会、柏地区保護司会流山支部、松戸人権擁護

委員協議会流山支部、流山市小中学校長会、流山市学校警察連絡協議会、

流山市青少年相談員連絡協議会、流山市ＰＴＡ連絡協議会、流山市青少年

指導センター補導員連絡協議会の８団体で構成。

【青少年社会環境浄化事業】

（４）相談事業の充実

・ 青少年やその保護者が一人で悩むことがないよう、青少年専門相談員が電

話や相談室で相談に応じる「青少年相談」は、より多くの方が活用できる

よう、相談時間を延長する日を設けるなど、充実を図ります。

・ 相談内容により、教育研究企画室やいじめ防止相談対策室などの関係機関

へ相談を引き継ぎ、相談者の悩みの解消に努めます。

・ 相談室だより「はなみずき」に青少年の悩みに関する記事等を掲載し、青

少年相談室の周知を図ります。

【青少年相談事業】

青少年指導センター補導員による街頭パトロール 

 

重点目標３ 文化芸術の醸成と歴史の継承

施策３ 文化芸術活動の促進と歴史的文化的遺産の継承

目 標 多くの市民が文化・芸術に触れ、自ら創造する機会を増やせる

よう、おおたかの森ホールや文化会館ホール等を拠点として文化

芸術を鑑賞できる機会及び活動団体が成果を発表できる場を提供

します。

歴史的文化的遺産を次世代に伝えるため、市内の有形・無形文

化財の指定を進めるとともに、文化財の保存・活用を図ります。

現 状

と

課 題

文化芸術に関する施策についての基本理念を定めた「流山市文

化芸術基本条例」に基づき、音楽等の鑑賞会や芸術作品の展示を

開催するとともに、文化芸術活動団体を支援しています。

市民の文化芸術活動の促進を図るため、引き続き、質の高い文

化芸術を鑑賞できる機会と、市民が活動成果を発表できる場の充

実が必要です。

「文化財保護法」の改正に伴い、文化財は保存とともに積極的

な活用が求められています。また、令和５年に「博物館法」が改

正され、資料のデジタルアーカイブ化の促進が努力義務として位

置付けられました。これらの法改正に合わせて、文化財の保護と

活用を図るため策定した「流山市文化財保存活用地域計画」が令

和６年７月、文化庁の認定を受けました。今後は同計画に基づ

き、文化財の保存・活用の取り組みを進め、歴史的文化的遺産を

次世代に伝えていく必要があります。

文化芸術の祭典「流山市文化祭」

 

関連するＳＤＧｓ  



 

（１）市民主体の文化芸術活動の促進

・ 市民の自主的な文化芸術活動を促進するため、市ホームページの掲載等に

より、市内で活動する文化芸術団体の情報を提供します。

・ 市内で音楽活動を行う団体を公募し、参加団体が自ら企画・運営を行う市

民の手作りによる「流山市民音楽祭」を開催します。

・ 市内在住の美術家など、多くの会員を有する「流山市美術家協会」が企

画・運営を行い、毎年、会員及び公募市民から、絵画・彫刻・陶芸等の多

数の作品が出展される「流山市展」の開催を支援します。

・ 文化芸術活動団体（２１部門）が加盟する「流山市文化協会」及び「流山

市美術家協会」で構成する実行委員会が企画・運営を行い、毎年、多数の

市民が参加・来場する「流山市文化祭」の開催を支援します。

【市民音楽祭開催事業】

【美術活動支援事業】

【文化祭開催事業】

（２）優れた文化芸術に親しめる機会の充実

・ 平成３１年４月の開館以来、クラシック音楽のコンサート等が多数開催さ

れているおおたかの森ホール等を拠点として、指定管理者や市民団体等に

よる質の高い舞台芸術を鑑賞できる機会を提供します。

・ 文化会館ホール等を会場に、バイオリンやピアノ、フルート等の生演奏を

気軽に楽しめる「サロンコンサート」を毎月開催します。

・ 市役所１階「市民ギャラリー」では、絵画や書道、俳句、写真、手工芸等

の作品を毎月展示し、来庁者が身近に文化芸術を感じられる機会を提供し

ます。

【おおたかの森ホール指定管理者事業】

【サロンコンサート開催事業】

【市民ギャラリー展示事業】



 

（１）市民主体の文化芸術活動の促進

・ 市民の自主的な文化芸術活動を促進するため、市ホームページの掲載等に

より、市内で活動する文化芸術団体の情報を提供します。

・ 市内で音楽活動を行う団体を公募し、参加団体が自ら企画・運営を行う市

民の手作りによる「流山市民音楽祭」を開催します。

・ 市内在住の美術家など、多くの会員を有する「流山市美術家協会」が企

画・運営を行い、毎年、会員及び公募市民から、絵画・彫刻・陶芸等の多

数の作品が出展される「流山市展」の開催を支援します。

・ 文化芸術活動団体（２１部門）が加盟する「流山市文化協会」及び「流山

市美術家協会」で構成する実行委員会が企画・運営を行い、毎年、多数の

市民が参加・来場する「流山市文化祭」の開催を支援します。

【市民音楽祭開催事業】

【美術活動支援事業】

【文化祭開催事業】

（２）優れた文化芸術に親しめる機会の充実

・ 平成３１年４月の開館以来、クラシック音楽のコンサート等が多数開催さ

れているおおたかの森ホール等を拠点として、指定管理者や市民団体等に

よる質の高い舞台芸術を鑑賞できる機会を提供します。

・ 文化会館ホール等を会場に、バイオリンやピアノ、フルート等の生演奏を

気軽に楽しめる「サロンコンサート」を毎月開催します。

・ 市役所１階「市民ギャラリー」では、絵画や書道、俳句、写真、手工芸等

の作品を毎月展示し、来庁者が身近に文化芸術を感じられる機会を提供し

ます。

【おおたかの森ホール指定管理者事業】

【サロンコンサート開催事業】

【市民ギャラリー展示事業】

 

（３）歴史的文化的遺産の保存・活用

・ 郷土の歴史や文化財への関心を高めるため、企画展の開催、文化財・遺跡

見学会、小・中学校への出前講座を実施します。また、インターネットを

利用して自宅等から博物館所蔵の資料が見られるよう、資料のデジタル化

と公開を進めます。

・ 令和６年７月に、文化庁の認定を受けた「流山市文化財保存活用地域計

画」に基づき、文化財の指定を進めるとともに保存・活用を図ります。国

登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」は、令和７年度中の公開に向けて整備

します。

・ 未指定の文化財については、文化財認定制度（※１）を整備・導入してそ

の保存・活用を図ります。

・ 市内の文化財に設置している説明板の修復・整備を進めます。

・ 埋蔵文化財の発掘調査で出土した資料の整理・公開を進めます。

・ 市内に残る歴史資料や古文書の調査・研究及び市史の刊行を進めます。

（※１）指定を受けていない文化財を、本市の大切な歴史遺産として、広く周知

するための認定制度です。

【博物館活動事業】

【文化財保護推進事業】

【指定等文化財保存活用整備事業】

【埋蔵文化財調査事業】

【市史編さん活動事業】

国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」

 



 

重点目標４ スポーツの振興

施策４ スポーツを通じた市民の健康と体力の維持・増進

目 標 市民総合体育館を拠点として、こどもから高齢者、障害者な

ど、市民の誰もがスポーツに親しめるよう、「するスポーツ」

「みるスポーツ」「ささえるスポーツ（スポーツボランティアの

育成等）」など、スポーツの基盤を整備します。

生涯スポーツ団体や指導者の育成を図るとともに、年齢や性

別、障害の有無、スポーツの得意・不得意等にかかわらず楽しめ

るユニバーサルスポーツの普及に努め、生涯スポーツ・体力増進

に取り組む市民を増やします。

老朽化した施設の改修整備や備品の更新、学校施設の有効利用

等により、スポーツ活動の拠点を提供します。

現 状

と

課 題

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」では、オラン

ダ代表チーム（女子卓球、女子ハンドボール、パラ卓球）の事前

キャンプ地を誘致し、市民との交流を図りました。より身近に、

スポーツの素晴らしさを感じられるよう、トップアスリートとの

交流やスポーツボランティアの養成を推進する必要があります。

市主催のスポーツフェスティバルでは、ラダーゲッターやボッ

チャ等の体験会を実施し、ユニバーサルスポーツの普及に努める

必要があります。

施設整備では、北部柔道場の建て替え、市総合運動公園野球場

観覧席の改修、庭球場の拡張整備等を行いましたが、安心・安全

で快適な施設環境を確保するため、引き続き、計画的な施設の改

修・修繕を進める必要があります。

ユニバーサルスポーツ「ラダーゲッターの体験会」 

関連するＳＤＧｓ  



 

重点目標４ スポーツの振興

施策４ スポーツを通じた市民の健康と体力の維持・増進

目 標 市民総合体育館を拠点として、こどもから高齢者、障害者な

ど、市民の誰もがスポーツに親しめるよう、「するスポーツ」

「みるスポーツ」「ささえるスポーツ（スポーツボランティアの

育成等）」など、スポーツの基盤を整備します。

生涯スポーツ団体や指導者の育成を図るとともに、年齢や性

別、障害の有無、スポーツの得意・不得意等にかかわらず楽しめ

るユニバーサルスポーツの普及に努め、生涯スポーツ・体力増進

に取り組む市民を増やします。

老朽化した施設の改修整備や備品の更新、学校施設の有効利用

等により、スポーツ活動の拠点を提供します。

現 状

と

課 題

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」では、オラン

ダ代表チーム（女子卓球、女子ハンドボール、パラ卓球）の事前

キャンプ地を誘致し、市民との交流を図りました。より身近に、

スポーツの素晴らしさを感じられるよう、トップアスリートとの

交流やスポーツボランティアの養成を推進する必要があります。

市主催のスポーツフェスティバルでは、ラダーゲッターやボッ

チャ等の体験会を実施し、ユニバーサルスポーツの普及に努める

必要があります。

施設整備では、北部柔道場の建て替え、市総合運動公園野球場

観覧席の改修、庭球場の拡張整備等を行いましたが、安心・安全

で快適な施設環境を確保するため、引き続き、計画的な施設の改

修・修繕を進める必要があります。

ユニバーサルスポーツ「ラダーゲッターの体験会」 

関連するＳＤＧｓ  

 

（１）スポーツ活動の促進

・ 「ながれやまスポーツフェスタ」をはじめ、各種スポーツイベントを開催

し、気軽にスポーツに親しめるきっかけが欲しい方、スポーツを生活の一

部に取り入れたい方に機会を提供します。

・ 「ジョギング講習会」や「ウォータービクス講習会」等を開催し、市民の

体力向上促進を図ります。

・ 市主催のイベント等において、ラダーゲッターやボッチャ等が体験できる

機会を提供し、ユニバーサルスポーツの普及を図ります。

・ 各種スポーツ団体と生涯スポーツ指導者を対象とした研修会を開催し、育

成を図ります。

・ 本市と縁のあるプロスポーツ団体と連携し、市民との交流を図ります。

・ スポーツボランティアの育成、指定管理者によるトップアスリートとの交

流を図ります。

【みんなのスポーツ活動推進事業】

【健康・体力づくり活動事業】

【スポーツ講習会・大会開催事業】

【生涯スポーツ指導者の育成と活用事業】

【流山市民総合体育館ほか７体育施設指定管理者事業】

（２）スポーツ環境の整備

・ 安心・安全で快適に施設利用ができるよう、老朽化したスポーツ備品の更

新及び計画的な施設改修を進めます。

・ 流山スポーツフィールドＡ面は、サッカーが快適に利用できるように人工

芝化を進めます。

・ 学校体育施設の利用を促進します。

【体育施設備品等整備事業】

【体育施設改修・整備事業】

【学校体育施設利用促進事業】



 

資 料

１ 人口の推移 （各年４月１日現在）
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２ 児童生徒数の推移 （令和６年５月１日現在）

学校名 年度 年度 元年度 年度 年度 年度 年度 年度

流山小学校

八木南小学校

八木北小学校

新川小学校

東 小学校

江戸川台小学校

東深井小学校

鰭ケ崎小学校

向小金小学校

西初石小学校

小山小学校

長崎小学校

流山北小学校

西深井小学校

南流山小学校

おおたかの森小学校

おおぐろの森小学校

市野谷小学校

南流山第二小学校

小学校計

南部中学校

常盤松中学校

北部中学校

東部中学校

東深井中学校

八木中学校

南流山中学校

西初石中学校

おおたかの森中学校

おおぐろの森中学校

中学校計

合 計



 

３ 学校数・学級数・在籍数 （令和６年５月１日現在）

小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

流山

〃特

八木南

〃特

八木北

〃特

新川

〃特

東

〃特

江戸川台

〃特

東深井

〃特

鰭ケ崎

〃特

向小金

〃特

西初石

〃特

小山

〃特

長崎

〃特

流山北

〃特

西深井

〃特

南流山

〃特

おおたかの森

〃特

おおぐろの森

〃特

市野谷

〃特

南流山第二

〃特

計

〃特

合計



 

３ 学校数・学級数・在籍数 （令和６年５月１日現在）

小学校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

流山

〃特

八木南

〃特

八木北

〃特

新川

〃特

東

〃特

江戸川台

〃特

東深井

〃特

鰭ケ崎

〃特

向小金

〃特

西初石

〃特

小山

〃特

長崎

〃特

流山北

〃特

西深井

〃特

南流山

〃特

おおたかの森

〃特

おおぐろの森

〃特

市野谷

〃特

南流山第二

〃特

計

〃特

合計

 

中学校

１年 ２年 ３年 合計

学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数

南部

〃特

常盤松

〃特

北部

〃特

東部

〃特

東深井

〃特

八木

〃特

南流山

〃特

西初石

〃特

おおたかの森

〃特

おおぐろの森

〃特

計

〃特

合計



 

４ 全国学力・学習状況調査

令和５年度全国学力・学習状況調査分析（小学校）

令和５年度全国学力・学習状況調査分析（中学校）



 

４ 全国学力・学習状況調査

令和５年度全国学力・学習状況調査分析（小学校）

令和５年度全国学力・学習状況調査分析（中学校）

 

令和５年度全国学力・学習状況調査の結果より

流山市の結果と全国平均の比較

ア 小学校 学力面について

・国語・算数の平均正答率が全国、県平均を上回っている。

・国語「話すこと・聞くこと」、算数「数と計算」の正答率が特に高い。

イ 中学校 学力面について

・国語・数学・英語の平均正答率が全国、県平均を上回っている。

・国語「読むこと」、数学「関数」、英語「書くこと」の正答率が特に高い。

・英語「話すこと」は一人一台端末を用いたオンライン方式により実施された。

市教育委員会では「学力・気力・体力」の流山の教育を推進するため、学習のねらいを

明確にし、「できた！わかった！」と実感できる授業づくりや、「なるほど」と学びを深める

学習形態の工夫に重点的に取り組んでいます。この取り組みは、国語、算数・数学だけで

なく、すべての学習で力を入れて取り組んでいます。このため、児童・生徒への質問調査

において、思考力・表現力を問う質問に肯定的な回答をする児童生徒の割合が、全国・千

葉県平均と比較して高くなっています。さらに、「『思考し、表現する力を高める』実践モデ

ルプログラム」や「ＩＣＴ機器」を活用することで、こどもたちは画面上で試行錯誤しながら

自分の考えをまとめ、友だちと多様な考えを共有しながら多様な学びにつながっていると

考えられます。

（２）学習・生活習慣に関する質問の結果

・ 「普段、１日に２時間以上勉強している」（小３０．８％、中４２．３％）

・ 「普段３０分以上読書している」（小３７．２％、中３１．０％）

・ 「週１回程度、新聞を読んでいる」（小１６．２％、中９．１％）

などの回答をした児童生徒の割合が全国・千葉県平均と比較し高い傾向にあります。

進んで学び、読書や新聞を読むという家庭での習慣が、「学びに向かう力」につながっ

ていると思われます。「学力・気力・体力」の流山の教育をこれからも進めていきます。



 

５ 体力・運動能力、運動習慣等調査（令和５年度）

（１） 令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析結果と本市の状況

令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が報告されました。本調

査は、全国の小学５年生と中学２年生の児童生徒を対象に毎年行われています。グ

ラフは、本市の体力・運動能力テストの結果を全国、千葉県と比較したものです。

詳細としては、令和５年度の流山市の合計点の平均は、小学校は男子、女子共に

４９．０、中学校は男子が４９．６、女子が４９．９、という結果でした。種目別の結果は

以下の表のとおりです。

全国平均を

上回っている種目

全国平均を

下回っている種目

小学校男子 ５０ｍ走

握力、上体起こし、

長座体前屈、反復横とび

２０ｍシャトルラン、

立ち幅とび、ソフトボール投げ

小学校女子 上体起こし、５０ｍ走

握力、長座体前屈、

反復横とび、２０ｍシャトルラン、

立ち幅とび、ソフトボール投げ

中学校男子
長座体前屈、持久走、

５０ｍ走

握力、上体起こし、

反復横とび、２０ｍシャトルラン

立ち幅とび、ハンドボール投げ

中学校女子

長座体前屈、持久走、

２０ｍシャトルラン、

立ち幅とび、 ５０ｍ走

握力、上体起こし、

反復横とび、ハンドボール投げ

小中学校男女ともに、短距離種目が全国平均を上回る結果となりました。以下のよう

な、様々な場面での補強運動等の積み重ねが成果となって表れていると考えます。

◯体育の授業での短距離走 ◯休み時間における縄跳びや鬼ごっこなど

さらに、中学校では、持久力においても高い結果を示しています。体育の授業におけ

る長距離走や補強運動など、体力向上の取り組みの成果が表れています。一方で、全

国的にも低い数値となっているボール投げと握力が流山市においても低下の傾向が続

いています。

これらの結果から、今後、以下のような発達段階に応じた筋力や投力の向上を目指し

た遊びや補強運動等を日常的に取り入れながら、体育の授業の工夫を図ることが大切

であると考えています。

◯鉄棒や遊具に触れる機会 ◯投げ方に特化したボール運動など



 

５ 体力・運動能力、運動習慣等調査（令和５年度）

（１） 令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析結果と本市の状況

令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が報告されました。本調

査は、全国の小学５年生と中学２年生の児童生徒を対象に毎年行われています。グ

ラフは、本市の体力・運動能力テストの結果を全国、千葉県と比較したものです。

詳細としては、令和５年度の流山市の合計点の平均は、小学校は男子、女子共に

４９．０、中学校は男子が４９．６、女子が４９．９、という結果でした。種目別の結果は

以下の表のとおりです。

全国平均を

上回っている種目

全国平均を

下回っている種目

小学校男子 ５０ｍ走

握力、上体起こし、

長座体前屈、反復横とび

２０ｍシャトルラン、

立ち幅とび、ソフトボール投げ

小学校女子 上体起こし、５０ｍ走

握力、長座体前屈、

反復横とび、２０ｍシャトルラン、

立ち幅とび、ソフトボール投げ

中学校男子
長座体前屈、持久走、

５０ｍ走

握力、上体起こし、

反復横とび、２０ｍシャトルラン

立ち幅とび、ハンドボール投げ

中学校女子

長座体前屈、持久走、

２０ｍシャトルラン、

立ち幅とび、 ５０ｍ走

握力、上体起こし、

反復横とび、ハンドボール投げ

小中学校男女ともに、短距離種目が全国平均を上回る結果となりました。以下のよう

な、様々な場面での補強運動等の積み重ねが成果となって表れていると考えます。

◯体育の授業での短距離走 ◯休み時間における縄跳びや鬼ごっこなど

さらに、中学校では、持久力においても高い結果を示しています。体育の授業におけ

る長距離走や補強運動など、体力向上の取り組みの成果が表れています。一方で、全

国的にも低い数値となっているボール投げと握力が流山市においても低下の傾向が続

いています。

これらの結果から、今後、以下のような発達段階に応じた筋力や投力の向上を目指し

た遊びや補強運動等を日常的に取り入れながら、体育の授業の工夫を図ることが大切

であると考えています。

◯鉄棒や遊具に触れる機会 ◯投げ方に特化したボール運動など

 

流山市は学力・気力・体力のバランスのとれた教育を目指しています。体力面では、学

校体育の充実・高度化を通して「運動の楽しさや喜び」を味わわせ、自ら体を動かす習慣

を身に付け、生涯スポーツにつなげていくことを大切にしていきたいと考えています。ま

た、家庭での運動に加えて、県が推奨する「遊・友スポーツランキングちば」等の活用によ

り、業間休みや昼休み等、日常的にこどもたちが運動に親しむ習慣を付けていくことを通

して、運動を通じた豊かな心身の育成を図っていきます。

【小学校結果】

握力 上体

起こし

長座

体前屈

反復

横とび

20m

ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50m走 立ち

幅とび

ｿﾌﾄ

ﾎﾞｰﾙ

投げ

体力

合計点

実技調査Ｔ得点（男子）
千葉県 市区町村 全国

握力 上体

起こし

長座

体前屈

反復

横とび

20m

ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50m走 立ち

幅とび

ｿﾌﾄ

ﾎﾞｰﾙ

投げ

体力

合計点

実技調査Ｔ得点（女子）
千葉県 市区町村 全国



 

【中学校結果】

握力 上体

起こし

長座

体前屈

反復

横とび

持久走 20m

ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50m走 立ち

幅とび

ﾊﾝﾄﾞ

ﾎﾞｰﾙ

投げ

体力

合計点

実技調査Ｔ得点（女子）
千葉県 市区町村 全国

握力 上体

起こし

長座

体前屈

反復

横とび

持久走 20m

ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50m走 立ち

幅とび

ﾊﾝﾄﾞ

ﾎﾞｰﾙ

投げ

体力

合計点

実技調査Ｔ得点（男子）
千葉県 市区町村 全国



 

【中学校結果】

握力 上体

起こし

長座

体前屈

反復

横とび

持久走 20m

ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50m走 立ち

幅とび

ﾊﾝﾄﾞ

ﾎﾞｰﾙ

投げ

体力

合計点

実技調査Ｔ得点（女子）
千葉県 市区町村 全国

握力 上体

起こし

長座

体前屈

反復

横とび

持久走 20m

ｼｬﾄﾙﾗﾝ

50m走 立ち

幅とび

ﾊﾝﾄﾞ

ﾎﾞｰﾙ

投げ

体力

合計点

実技調査Ｔ得点（男子）
千葉県 市区町村 全国

 

６ 施設等の利用状況

１ 生涯学習施設利用状況

（１）生涯学習センター関係

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

生涯学習センター
利用件数 件

利用人数 人

（２）市民会館・ホール関係

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

市民会館 ※１

（文化会館ホール）

利用件数 件

利用人数 人

おおたかの森

ホール

利用件数 件

利用人数 人

※１ … 令和５年６月１日から令和６年３月３１日まで、市民会館は改修工事により閉館。

（３）公民館関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

中央公民館

利用件数 件

利用人数 人

北部公民館
利用件数 件

利用人数 人

東部公民館
利用件数 件

利用人数 人

初石公民館

利用件数 件

利用人数 人

南流山センター
利用件数 件

利用人数 人

おおたかの森

センター

利用件数 件

利用人数 人

（４）図書館関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

森の図書館
利用件数 件

利用人数 人

 



 

 

（５）博物館関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

博物館 利用人数 人

一茶双樹記念館
利用件数 件

利用人数 人

杜のアトリエ黎明
利用件数 件

利用人数 人

 

（６）スポーツ関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

市民総合体育館 利用人数 人

総合運動公園

野球場

利用件数 件

利用人数 人

総合運動公園

庭球場

利用件数 件

利用人数 人

市民プール（流山・

北部・東部）

※１ ※２
利用人数 人 ―

柔道場

（北部・南部）

利用件数 件

利用人数 人

スポーツフィールド

（流山・おおたかの

森・東部） 

利用件数 件

利用人数 人

江戸川河川敷緑地

野球場

利用件数 件

利用人数 人

コミュニティプラザ

体育室
利用人数 人

コミュニティプラザ

屋内・屋外庭球場
利用人数 人

コミュニティプラザ

プール ※１
利用人数 人 ―

※１ … 市民プール及びコミュニティプラザプールは、コロナウイルス感染症の影響により令和２年

度の開放を中止。

※２ … 東部市民プールは、老朽化により令和３年度の開放を中止し、令和４年度に廃止。  



 

 

（５）博物館関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

博物館 利用人数 人

一茶双樹記念館
利用件数 件

利用人数 人

杜のアトリエ黎明
利用件数 件

利用人数 人

 

（６）スポーツ関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

市民総合体育館 利用人数 人

総合運動公園

野球場

利用件数 件

利用人数 人

総合運動公園

庭球場

利用件数 件

利用人数 人

市民プール（流山・

北部・東部）

※１ ※２
利用人数 人 ―

柔道場

（北部・南部）

利用件数 件

利用人数 人

スポーツフィールド

（流山・おおたかの

森・東部） 

利用件数 件

利用人数 人

江戸川河川敷緑地

野球場

利用件数 件

利用人数 人

コミュニティプラザ

体育室
利用人数 人

コミュニティプラザ

屋内・屋外庭球場
利用人数 人

コミュニティプラザ

プール ※１
利用人数 人 ―

※１ … 市民プール及びコミュニティプラザプールは、コロナウイルス感染症の影響により令和２年

度の開放を中止。

※２ … 東部市民プールは、老朽化により令和３年度の開放を中止し、令和４年度に廃止。  

 

２ 図書館貸出状況

（１）利用者数・貸出点数

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

中央図書館
利用者数 人

貸出点数 点

森の図書館

利用者数 人

貸出点数 点

木の図書館
利用者数 人

貸出点数 点

南流山地域図書館

※１

利用者数 人

貸出点数 点

北部分館

利用者数 人

貸出点数 点

初石分館
利用者数 人

貸出点数 点

南流山分館

※２ 

利用者数 人

貸出点数 点

おおたかの森こども

図書館 

利用者数 人

貸出点数 点

電子書籍 
利用者数 人

貸出点数 点

おおたかの森図書

ピックアップセン

ター ※３

利用者数 人

貸出点数 点

南流山図書ピック

アップセンター

※４ 

利用者数 人

貸出点数 点

合 計 
利用者数 人

貸出点数 点

※１ … 令和４年１２月１日、南流山地域図書館を開館。

※２ … 令和４年９月３０日、南流山分館を閉館。

※３ … 令和３年７月２９日まで、おおたかの森市民窓口センターで図書ピックアップサービスを実施。

同年８月１日、おおたかの森図書ピックアップセンターを開設。

※４ … 令和４年１０月１日から１１月２９日まで、南流山図書ピックアップセンターを臨時開設。

令和５年４月１日、南流山図書ピックアップセンターを開設。

  



 

（２）リクエスト数 （単位：件）

施 設 名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

中央図書館

森の図書館

木の図書館

南流山地域図書館

北部分館

初石分館

南流山分館

おおたかの森こども図書

館

予約 ※１

おおたかの森図書

ピックアップセンター

南流山図書

ピックアップセンター

合 計

※１ … 電子書籍の予約を含む。

 

３ 指定文化財

（１）市指定 令和６年４月１日現在  

区 分 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物

件数 件  

 

（２）県指定・国登録 令和６年４月１日現在  

区 分
県指定 国登録

有形文化財 民俗文化財 建造物

件数 件



 

（２）リクエスト数 （単位：件）

施 設 名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

中央図書館

森の図書館

木の図書館

南流山地域図書館

北部分館

初石分館

南流山分館

おおたかの森こども図書

館

予約 ※１

おおたかの森図書

ピックアップセンター

南流山図書

ピックアップセンター

合 計

※１ … 電子書籍の予約を含む。

 

３ 指定文化財

（１）市指定 令和６年４月１日現在  

区 分 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物

件数 件  

 

（２）県指定・国登録 令和６年４月１日現在  

区 分
県指定 国登録

有形文化財 民俗文化財 建造物

件数 件

 

７ 生涯学習施設一覧
 

名 称 所 在 地 番 電 話

文 化 会 館

（中央公民館・市民会館）
流山市加 （ ）

北 部 公 民 館 流山市美原 （ ）

東 部 公 民 館 流山市名都借 （ ）

初 石 公 民 館 流山市西初石 （ ）

南 流 山 セ ン タ ー 流山市南流山 （ ）

お お た か の 森 セ ン タ ー 流山市おおたかの森西 （ ）

中 央 図 書 館 流山市加 （ ）

森 の 図 書 館 流山市東深井 （ ）

木 の 図 書 館 流山市名都借 （ ）

南 流 山 地 域 図 書 館 流山市南流山 （ ）

北 部 分 館 流山市美原 （ ）

初 石 分 館 流山市西初石 （ ）

おおたかの森こども図書館 流山市おおたかの森西 （ ）

おおたかの森図書ピックアップセンター 流山市おおたかの森北 ―

南流山図書ピックアップセンター 流山市南流山 （ ）

博 物 館 流山市加 （ ）

一 茶 双 樹 記 念 館 流山市流山
（ ）

杜 の ア ト リ エ 黎 明 流山市流山

お お た か の 森 ホ ー ル 流山市おおたかの森北 （ ）

生涯学習センター（流山エルズ） 流山市中 （ ）

市 民 総 合 体 育 館 流山市野々下 （ ）

総 合 運 動 公 園 野 球 場
流山市野々下 （ ）

総 合 運 動 公 園 庭 球 場

流 山 市 民 プ ー ル 流山市加 （ ） ※

北 部 市 民 プ ー ル 流山市東深井 （ ） ※

北 部 柔 道 場 流山市青田 ―

南 部 柔 道 場 流山市流山 ―

流 山 ス ポ ー ツ フ ィ ー ル ド 流山市下花輪 （ ）

おおたかの森スポーツフィールド 流山市大畔 他 （ ）

東 部 ス ポ ー ツ フ ィ ー ル ド 流山市名都借 （ ）

江 戸 川 河 川 敷 緑 地 野 球 場 流山市木地先 ―

コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ 流山市大畔 （ ）

青 少 年 指 導 セ ン タ ー 流山市中 （流山エルズ内） （ ）

げ ん き 村 キ ャ ン プ 場 流山市前ケ崎 ―

※印は夏期のみ
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